
時
間

 
1
7
4
分

 
1
7
4
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
5 

基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-464

555



時
間

 
1
7
5
分

 
1
7
5
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
6 

基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-465

556



時
間

 
1
7
6
分

 
1
7
6
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
7 

基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-466

557



時
間

 
1
7
7
分

 
1
7
7
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
8 

基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-467

558



時
間

 
1
7
8
分

 
1
7
8
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
9 

基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-468

559



時
間

 
1
7
9
分

 
1
7
9
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
10
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-469

560



時
間

 
1
8
0
分

 
1
8
0
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
11
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-470

561



時
間

 
1
8
1
分

 
1
8
1
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
12
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-471

562



時
間

 
1
8
2
分

 
1
8
2
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
13
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-472

563



時
間

 
1
8
3
分

 
1
8
3
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
14
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-473

564



時
間

 
1
8
4
分

 
1
8
4
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
15
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-474

565



時
間

 
1
8
5
分

 
1
8
5
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
16
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-475

566



時
間

 
1
8
6
分

 
1
8
6
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
17
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-476

567



時
間

 
1
8
7
分

 
1
8
7
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
18
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-477

568



時
間

 
1
8
8
分

 
1
8
8
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
19
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-478

569



時
間

 
1
8
9
分

 
1
8
9
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
20
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-479

570



時
間

 
1
9
0
分

 
1
9
0
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
21
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-480

571



時
間

 
1
9
1
分

 
1
9
1
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
22
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-481

572



時
間

 
1
9
2
分

 
1
9
2
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
23
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-482

573



時
間

 
1
9
3
分

 
1
9
3
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
24
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-483

574



時
間

 
1
9
4
分

 
1
9
4
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
25
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-484

575



時
間

 
1
9
5
分

 
1
9
5
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
26
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-485

576



時
間

 
1
9
6
分

 
1
9
6
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
27
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-486

577



時
間

 
1
9
7
分

 
1
9
7
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
28
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-487

578



時
間

 
1
9
8
分

 
1
9
8
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
29
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-488

579



時
間

 
1
9
9
分

 
1
9
9
分

3
0
秒

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 
 

図
 6
－
30
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-489

580



時
間

 
2
0
0
分

 

発 電 所 周 辺 海 域 （ 防 波 堤 無 し ）  

 

発 電 所 港 湾 部 （ 防 波 堤 無 し ）  

 

図
 6
－
31
 
基
準
津
波

6
の
水
位
変
動
・
流
向
ベ
ク
ト
ル

 

島
根
原
子
力
 

発
電
所
 

4.2-添付1-490

581



添付資料 2 

荷揚場作業に係る車両・資機材の漂流物評価について 

1. 概要

荷揚場では，使用済燃料輸送に係る作業や低レベル放射性廃棄物（LLW）の輸送に係る作

業等を定期的に実施することから，荷揚場作業中の地震または津波の発生を想定し，荷揚

場作業に用いる車両・資機材が津波により漂流物となるか評価する。 

2. 評価する基準津波と地震影響

島根原子力発電所において想定する基準津波のうち，海域活断層から想定される地震によ

る津波は荷揚場に遡上しないことから，日本海東縁部に想定される地震による津波に対して

評価を実施する。 

評価にあたっては，日本海東縁部に想定される地震による津波については，波源が敷地か

ら離れており地震による敷地への影響はないが，敷地近傍の震源による地震が発生した後

に，独立した事象として日本海東縁部に想定される地震による津波が発生し，来襲すること

も想定し，荷揚場作業中に「（1）津波が発生する場合」と「（2）地震が発生し，その後独立

事象として津波が発生する場合」を評価する。 

3. 荷揚場作業に係る車両・資機材

定期的に実施する荷揚場作業に係る車両・資機材を表１に示す。

表 1 荷揚場作業に係る車両・資機材 

作業項目 作業頻度 種類 名称 個数 質量 

①使用済燃料輸送

作業

２回／年 

程度 

車両 輸送車両 2 約 32t 

資機材 使用済燃料キャスク 2 約 93t 

②LLW（低レベル放

射性廃棄物）搬出作

業

２回／年 

程度 

車両 輸送車両 4 約 11t 

車両 フォークリフト 2 約 17t 

資機材 LLW輸送容器 10＊ 約 1t 

③デリッククレー

ン点検作業

１回／年 

程度 

車両 トラック 1 約 5t 

車両 ラフタークレーン 1 約 39t 

車両 トレーラー 1 約 21t 

資機材 発電機 1 約 8t 

④防舷材設置作業

大 型 船 舶

入 港 の 都

度 

車両 ラフタークレーン 2 約 25t 

車両 
トラック

1 約 5t 

注記＊：うち 8個は輸送車両に積載 
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4. 評価内容 

(1) 荷揚場作業中に津波が発生する場合 

荷揚場作業中に，日本海東縁部に想定される地震による津波が発生した場合，地震発生

後に発電所へ津波が到達するまでの時間は約 110分である。この間に，荷揚場作業に用い

ている車両・資機材が荷揚場から防波壁内に退避可能か評価する。 

各荷揚場作業において，荷揚場に仮置きする資機材とその個数及び車両等への積載時間

を以下に，また退避に要する時間を表 2に示す。各荷揚場作業における，仮置き資機材の

車両等への積載時間，車両退避時間（約 10分），防波壁通路防波扉（以下「防波扉」とい

う。）の開放・閉止時間（開放・閉止各約 10 分（電動））から求まる退避時間は，津波到

達時間（地震発生後約 110分）より短く，車両・資機材の退避は可能である。  

 

① 使用済燃料輸送作業 

    荷揚場に仮置きする使用済燃料キャスクは，デリッククレーンを用い使用済燃料輸送

車両に積載して退避する手順としている。 

   【仮置き資機材と積載時間】 

    使用済燃料キャスク個数：2個 

    輸送車両への積載時間：15分／個 

 

② LLW荷役作業 

    荷揚場に仮置きする LLW輸送容器は，輸送船のクレーンを用い，輸送船に積載し退避

する手順としている。 

【仮置き資機材と積載時間】 

    LLW輸送容器個数：2個 

    輸送船への積載時間：5分/2個＊ 

    注記＊：LLW輸送容器は２個ずつ輸送船へ積載 

 

③ デリッククレーン点検作業 

    荷揚場に仮置きする発電機は，ラフタークレーンを用いトラックに積載して退避する

手順としている。 

 【仮置き資機材と積載時間】 

    発電機個数：１個 

トラックへの積載時間：10分／個 

 

④ 防舷材設置作業 

    防舷材については，「4.2 漂流物による影響確認について」において，漂流物として

抽出し取水性へ影響を与えないことを確認している。また，作業車両については，退避

する手順としている。 
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表 2 退避に要する時間 

作業項目 防波扉開 
資機材の 

積載 
車両退避 防波扉閉 合計 評価結果 

①使用済燃料輸送作

業 

約 10 分＊１ 

約 30 分 

約 10 分 約 10 分 

約 50 分 

○ 

（約 110 分

までに退避

可能） 

②LLW（低レベル放射

性廃棄物）搬出作業 
約 5分＊２ 約 20 分 

③デリッククレーン

点検作業 
約 10 分 約 30 分 

④防舷材設置作業 － 約 20 分 

注記＊１：資機材の積載，車両退避と同時に防波扉の開作業を実施するため，合計には含ま

ない。 

＊２：輸送船へ積載するため，合計には含まない。 

 

(2) 荷揚場作業中に地震が発生し，その後独立事象として津波が発生する場合 

敷地近傍の震源による地震が発生した後に，独立した事象として日本海東縁部に想定さ

れる地震による津波が発生することを想定する。 

   荷揚場作業中に，敷地近傍の震源による地震が発生した場合，荷揚場の沈下や車両の故

障等が想定されるが，地震により荷揚場の沈下や車両の故障等が生じた場合においても，

荷揚場の復旧や車両の牽引等により，津波来襲までに車両・資機材が荷揚場から防波壁内

に退避可能か評価する。  

 

a. 地震による影響 

   荷揚場作業中に地震が発生する場合の車両・資機材の退避への影響及びこれらへの対

応のための退避作業について整理した結果を，表 3に示す。 
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表 3 地震による車両・資機材の退避への影響と退避作業 

地震による荷揚場への影響 車両・資機材の退避への影響 退避作業 

荷揚場退

避ルート

への影響 

荷揚場沈降 退避ルートに段差が発生するこ

とにより車両が通行できない可

能性がある。 

①＊ 
荷揚場復旧（別紙１） 

（段差解消） 

荷揚場常設設

備の倒壊 

荷揚場常設設備が転倒し，退避ル

ートに干渉することで，車両が通

行できない可能性がある。 

②＊ 倒壊物の撤去 

資機材へ

の影響 

荷揚場常設設

備の倒壊 

荷揚場常設設備が倒壊し，資機材

に干渉することで，車両への積込

みができない可能性がある。 

③＊ 
倒壊物の干渉回避 

（切断・撤去等） 

資機材の転倒 資機材が転倒する可能性がある。 
④＊ 

車両に積込み退避を

実施 

車両への

影響 

荷揚場常設設

備の倒壊 

荷揚場常設設備が倒壊し，車両に

干渉することで，牽引できない可

能性がある。 

③＊ 
倒壊物の干渉回避 

（切断・撤去等） 

車両の故障 油漏れ等で自走不可になる可能

性がある。 
⑤＊ 

牽引による退避を実

施 

注記＊：図 1のフローの番号と整合 

 

b. 車両・資機材の退避 

   地震発生後に，荷揚場からの車両・資機材を退避させる作業手順を図 1に示す。また，

以下の(a)～(d)に，各荷揚場各作業における車両・資機材の退避に係る具体的な作業内

容及び退避時間を示す。 
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図 1 荷揚場からの車両・資機材の退避作業手順 

 

 

(a) 使用済燃料輸送作業 

使用済燃料輸送作業中には，荷揚場に使用済燃料輸送車両，使用済燃料輸送容器があ

る。津波による漂流物の発生を防止するため，これらを退避させる。 

   使用済燃料輸送作業中に地震が発生した場合の，車両・資機材の退避への影響，退避

作業及びこれに必要な資機材等について整理した結果を表 4に示す。また，荷揚場作業

と退避ルートの概要図を図 2に，退避作業に係る時系列を図 3に示す。 

  

地震発生

①荷揚場復旧

③倒壊物の干渉回避

④資機材の車両積込

⑤車両退避

作業完了

②退避ルートの確保及び荷揚場への必要

資機材の配置のため，倒壊物の撤去を行う。

③資機材の車両への積込作業及び牽引に

よる車両退避のため，倒壊物の干渉回避

を行う。

④資機材の退避のため，車両への積込

を行う。

⑤車両及び資機材の退避のため，車両退避

を行う。

②倒壊物の撤去

①退避ルートの確保及び荷揚場への必要

資機材の搬入のため，荷揚場復旧を行う。
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表 4 地震による車両・資機材の退避への影響と退避作業（使用済燃料輸送作業） 

地震による荷揚場への

影響 

退避への影響 退避作業の内容 退避作業に必要な資機

材等 

荷揚場

退避ル

ートへ

の影響 

荷揚場沈降 段差が発生するこ

とにより車両が通

行できない可能性

がある。 

① 

砕石を運搬し，車両

通行可能な勾配にな

るよう段差を復旧す

る。 

・ショベルカー 

・トラック 

・ホイールローダ 

荷揚場常設

設備の転倒

による干渉 

荷揚場常設設備が

転倒し，退避ルート

に干渉することで，

車両が通行できな

い可能性がある。 

② 
倒壊物の撤去作業を

実施する。 
・ホイールローダ 

資機材

への影

響 

荷揚場常設

設備の転倒

による資機

材への干渉 

荷揚場常設設備が

倒壊し，使用済燃料

輸送容器に干渉す

ることで，車両への

積込を阻害する可

能性がある。 

③ 

倒壊物の干渉回避

（切断，撤去等）に

より，燃料輸送容器

への玉かけ作業を可

能とする。 

・クレーン 

・玉かけ資機材 

・溶断器 

・トラック 

資機材の転

倒 

使用済燃料輸送容

器が転倒する可能

性がある。 ④ 

使用済燃料輸送車両

または代替可能な運

搬車両に積込み退避

を実施する。 

・クレーン 

・玉かけ資機材 

・使用済燃料輸送車両

または代替可能な運搬

車両 

車両へ

の影響 

荷揚場常設

設備の転倒

による車両

への干渉 

荷揚場常設設備が

倒壊し，使用済燃料

輸送車両に干渉す

ることで，牽引でき

ない可能性がある。 

③ 

倒壊物の撤去（切断，

撤去等）により，燃

料輸送車両の牽引作

業を可能とする。 

・クレーン 

・玉かけ資機材 

・溶断器 

・トラック 

車両の故障 油漏れ等で自走不

可になる可能性が

ある。 
⑤ 

牽引により退避を実

施する。 

・使用済燃料輸送車両

または代替可能な牽引

車両 

・牽引資機材 
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図 2 使用済燃料輸送作業の荷揚場作業と退避ルートの概要図 

 

 

 

図 3 退避作業に係る時系列（使用済燃料輸送作業）

デリッククレーン巻上装置建物

荷揚場詰所
オイルフェンスドラム・

オイルフェンス

デリッククレーン

キャスク取扱収納庫他

デリッククレーン荷重試験用ウエイト

段差最大 70cm

段差最大 45cm

段差最大 40cm

使用済燃料輸送車両

使用済燃料輸送容器

：作業エリア

：防波壁

：防波壁通路防波扉
：施設護岸線

：岩着部

：改良地盤

：車両通行範囲

：段差発生箇所

：退避ルート

：倒壊範囲

作業車両移動

砕石積込

砕石運搬
砕石敷設等

作業車両移動

撤去作業等

作業車両移動

撤去作業等
作業車両移動

玉かけ

積込等

作業車両移動

車両接続
牽引等

6

6

3

3

6h

①段差復旧

③倒壊物の干渉回避

④資機材積込

⑤車両・資機材退避

経過時間
作業内容

作業時間

(h) 12h 18h 24h

②倒壊物の撤去 6
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(b) LLW搬出作業 

LLW搬出作業中には，荷揚場に LLW輸送車両，LLW輸送容器がある。津波による漂流

物の発生を防止するため，これらを退避させる。 

   LLW 搬出作業中に地震が発生した場合の，車両・資機材の退避に影響を及ぼす事象，

退避作業及びこれに必要な資機材等について整理した結果を表 5に示す。また，荷揚場

作業と退避ルートの概要図を図 4に，退避作業に係る時系列を図 5に示す。  

 

表 5 地震による荷揚場からの退避への影響と退避作業（LLW搬出作業） 

地震による荷揚場への

影響 

退避への影響 退避作業の内容 退避作業に必要な資

機材等 

荷揚場

退避ル

ートへ

の影響 

荷揚場沈降 段差が発生するこ

とにより車両が通

行できない可能性

がある。 

① 

砕石を運搬し，車

両通行可能な勾

配になるよう段

差を復旧する。 

・ショベルカー 

・トラック 

・ホイールローダ 

荷揚場常設

設備の転倒

による干渉 

荷揚場常設設備が

転倒し，退避ルート

に干渉することで，

車両が通行できな

い可能性がある。 

② 
倒壊物の撤去作

業を実施する。 
・ホイールローダ 

資機材

への影

響 

荷揚場常設

設備の転倒

による資機

材への干渉 

荷揚場常設設備が

倒壊し，LLW輸送容

器に干渉すること

で，車両への積込を

阻害する可能性が

ある。 

③ 

荷揚場常設設備

の撤去（切断，撤

去等）により，LLW

輸送容器への玉

かけ作業を可能

とする。 

・クレーン 

・玉かけ資機材 

・溶断器 

・トラック 

資機材の転

倒 

LLW輸送容器が転倒

する可能性がある。 
④ 

LLW輸送車両また

は代替可能な運

搬車両に積込み

退避を実施する。 

・クレーン 

・玉かけ資機材 

・LLW輸送車両または

代替可能な運搬車両 

車両へ

の影響 

荷揚場常設

設備の転倒

による車両

への干渉 

荷揚場常設設備が

倒壊し，LLW輸送車

両に干渉すること

で，牽引できない可

能性がある。 

③ 

荷揚場常設設備

の撤去（切断，撤

去等）により，LLW

車両の牽引作業

を可能とする。 

・クレーン 

・玉かけ資機材 

・溶断器 

・トラック 

車両の故障 油漏れ等で自走不

可になる可能性が

ある。 

⑤ 

牽引により退避

を実施する。 

・牽引車両 

・牽引資機材 
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図 4 LLW搬出作業の荷揚場作業と退避ルートの概要図 

 

 

図 5 退避作業に係る時系列（LLW搬出作業）

デリッククレーン巻上装置建物

荷揚場詰所

オイルフェンスドラム・

オイルフェンス

デリッククレーン

キャスク取扱収納庫他

デリッククレーン荷重試験用ウエイト

段差最大 70cm

段差最大 45cm

段差最大 40cm

ＬＬＷ輸送容器

ＬＬＷ輸送車両

フォークリフト

：作業エリア

：防波壁

：防波壁通路防波扉
：施設護岸線

：岩着部

：改良地盤

：車両通行範囲

：段差発生箇所

：退避ルート

：倒壊範囲

作業車両移動

砕石積込

砕石運搬
砕石敷設等

作業車両移動

撤去作業等

作業車両移動

撤去作業等
作業車両移動

玉かけ

積込等

作業車両移動

車両接続
牽引等

6

6

3

3

6h

①段差復旧

③倒壊物の干渉回避

④資機材積込

⑤車両・資機材退避

経過時間
作業内容

作業時間

(h) 12h 18h 24h

②倒壊物の撤去 6
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(c) デリッククレーン点検作業 

   デリッククレーン点検作業中には，荷揚場に発電機，トラック，ラフタークレーンが

ある。津波による漂流物の発生を防止するため，これらを退避させる。 

   デリッククレーン点検作業中に地震が発生した場合の，車両・資機材の退避に影響を

及ぼす事象，退避作業及びこれに必要な資機材等について整理した結果を表 6 に示す。

また，荷揚場作業と退避ルートの概要図を図 6 に，退避作業に係る時系列を図 7 に示

す。  

 

 

 

表 6 地震による荷揚場からの退避への影響と退避作業（デリッククレーン点検作業） 

地震による荷揚場への

影響 

退避への影響 退避作業の内容 退避作業に必要な資

機材等 

荷揚場

退避ル

ートへ

の影響 

荷揚場沈降 段差が発生するこ

とにより車両が通

行できない可能性

がある。 

① 

砕石を運搬し，車

両通行可能な勾配

になるよう段差を

復旧する。 

・ショベルカー 

・トラック 

・ホイールローダ 

荷揚場常設

設備の転倒

による干渉 

荷揚場常設設備が

転倒し，退避ルート

に干渉することで，

車両が通行できな

い可能性がある。 

② 
倒壊物の撤去作業

を実施する。 
・ホイールローダ 

資機材

への影

響 

荷揚場常設

設備の転倒

による資機

材への干渉 

荷揚場常設設備が

倒壊し，発電機に干

渉することで，車両

への積込を阻害す

る可能性がある。 

③ 

荷揚場常設設備の

撤去（切断，撤去

等）により，発電機

への玉かけ作業を

可能とする。 

・クレーン 

・玉かけ資機材 

・溶断器 

・トラック 

資機材の転

倒 

発電機が転倒する

可能性がある。 ④ 

トラックに積込み

退避を実施する。 

・クレーン 

・玉かけ資機材 

・トラック 

車両へ

の影響 

荷揚場常設

設備の転倒

による車両

への干渉 

荷揚場常設設備が

倒壊し，トラック，

ラフタークレーン

に干渉することで，

牽引できない可能

性がある。 

③ 

荷揚場常設設備の

撤去（切断，撤去

等）により，トラッ

ク，ラフタークレ

ーンの牽引作業を

可能とする。 

・クレーン 

・玉かけ資機材 

・溶断器 

・トラック 

車両の故障 油漏れ等で自走不

可になる可能性が

ある。 

⑤ 

牽引により退避を

実施する。 

・牽引車両 

・牽引資機材 
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図 6 デリッククレーン点検作業の荷揚場作業と退避ルートの概要図 

 

 

 

図 7 退避作業に係る時系列（デリッククレーン点検作業） 
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(d) 防舷材設置作業 

   防舷材設置作業中には，荷揚場にラフタークレーン，トラックがある。津波による漂

流物の発生を防止するため，これらを退避させる。 

   防舷材設置作業中に地震が発生した場合の，車両・資機材の退避に影響を及ぼす事象，

退避作業及びこれに必要な資機材等について整理した結果を表 7に示す。また，荷揚場

作業と退避ルートの概要図を図 8に，退避作業に係る時系列を図 9に示す。  

 

表 7 地震による荷揚場からの退避への影響と退避作業（防舷材設置作業） 

地震による荷揚場への

影響 

退避への影響 退避作業の内容 退避作業に必要な資機

材等 

荷揚場

退避ル

ートへ

の影響 

荷揚場沈降 段差が発生するこ

とにより車両が通

行できない可能性

がある。 

① 

砕石を運搬し，車両通

行可能な勾配になる

よう段差を復旧する。 

・ショベルカー 

・トラック 

・ホイールローダ 

荷揚場常設

設備の転倒

による干渉 

荷揚場常設設備の

転倒範囲は退避ル

ートには到達しな

い。 

② 
倒壊物の撤去作業を

実施する。 
・ホイールローダ 

車両へ

の影響 

荷揚場常設

設備の転倒

による車両

への干渉 

荷揚場常設設備が

倒壊し，トラック，

ラフタークレーン

に干渉することで，

牽引できない可能

性がある。 

③ 

荷揚場常設設備の撤

去（切断，撤去等）に

より，トラック，ラフ

タークレーンの牽引

作業を可能とする。 

・クレーン 

・玉かけ資機材 

・溶断器 

・トラック 

車両の故障 油漏れ等で自走不

可になる可能性が

ある。 

④ 

牽引により退避を実

施する。 

・牽引車両 

・牽引資機材 
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図 8 防舷材設置作業の荷揚場作業と退避ルートの概要図 

 

 

図 9 退避作業に係る時系列（防舷材設置作業） 

 

c. 地震発生後の車両・資機材の退避の実現性 

    各荷揚場作業において退避に要する時間は，いずれも 24 時間程度であり，必要資機

材の手配に１週間を要すると仮定すると，荷揚場作業に係る車両・資機材は 10 日間程

度で退避可能である。従って，荷揚場作業中に，敷地近傍の震源による地震が発生した

場合，荷揚場の沈下や車両の故障等が想定されるが，独立事象である日本海東縁部に想

定される地震による津波が来襲するまでの間に，荷揚場の復旧や車両の牽引等による退

避が可能である。なお，更なる地震発生後の車両・資機材の退避の実現性を高める対策

として，地震による段差が生じないよう荷揚場作業エリア及び退避ルートに鉄筋コンク

リート床版による段差対策を講じる（図 10参照）。 

デリッククレーン巻上装置建物

荷揚場詰所
オイルフェンスドラム・

オイルフェンス

デリッククレーン

キャスク取扱収納庫他

デリッククレーン荷重試験用ウエイト

段差最大 70cm

段差最大 45cm

段差最大 40cm

ラフタークレーン

トラック

：作業エリア

：防波壁

：防波壁通路防波扉
：施設護岸線

：岩着部

：改良地盤

：車両通行範囲

：段差発生箇所

：退避ルート

：倒壊範囲

作業車両移動
砕石積込

砕石運搬
砕石敷設等
作業車両移動
撤去作業等

作業車両移動
撤去作業等
作業車両移動
車両接続
牽引等

作業内容
作業時間
(h)

経過時間

6h 12h 18h 24h

①段差復旧 6

③倒壊物の干渉回避 6

④車両・資機材退避 3

②倒壊物の撤去 6
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図 10 段差対策範囲 

 

5. まとめ 

荷揚場作業中に，日本海東縁部に想定される地震による津波が発生する場合は，津波が到

達するまでに荷揚場作業に係る車両・資機材の退避が可能である。また，荷揚場作業中に，

敷地近傍の震源による地震が発生する場合は，独立事象である日本海東縁部に想定される地

震による津波が来襲するまでに，荷揚場作業に係る車両・資機材の退避が可能である。 

荷揚場作業を実施する場合には，その都度，作業に必要な車両・資機材が，津波または地

震が発生する場合に退避可能であるか確認することから，荷揚場作業に用いる車両・資機材

が津波により漂流物となることはないと考えられる。 

なお，仮にこれらの車両・資機材が漂流物となった場合においても，水面上を漂流するも

のは深層取水方式の取水口に到達することはなく，港湾内に沈むものは海底面から 5.5m の

高さがある取水口に到達することはないため，取水口の通水性への影響を及ぼすことはな

い。 
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別紙１ 

地震による荷揚場への影響と復旧作業について 

１．概要 

地震による荷揚場への影響として，荷揚場沈下に伴う段差が発生する。地震による段差復

旧については，試験を実施して確認しており，地震により段差が発生した場合でも同様な復

旧作業が可能であり，ここでは，地震による荷揚場への影響と復旧作業について示す。 

 

２．地震による荷揚場への影響について 

 荷揚場は海側の施設護岸下部を岩着構造としており，沈下しない範囲もあるが，その西側

や荷揚場道路付近は埋戻土（掘削ズリ）により敷地造成していることから，地中埋設構造物

（施設護岸）及び地盤改良部との境界部に不等沈下に伴う段差が発生する可能性がある。こ

こで，荷揚場付近で段差が発生する可能性がある箇所を図１に示す。 

 ここで，埋戻土（掘削ズリ）の沈下量を計算した結果，荷揚場付近の沈下しない範囲との

段差は北側通路付近で最大約 70cm，南側通路付近で最大約 45cm，荷揚場付近で最大約 40cm

となる。 

 

 

図１ 荷揚場付近の沈下により段差が発生する可能性がある箇所 

 

 

３．段差高の計算方法について 

埋戻土（掘削ズリ）の沈下量については，液状化及び揺すり込みに伴う沈下量として，保
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守的にばらつきを考慮した相対密度から求まる沈下率（3.5%）を用い，埋戻土（掘削ズリ）

の層厚×3.5％で算出する。 

段差高は，道路部における埋戻土（掘削ズリ）の層厚から地中埋設構造物（施設護岸）及

び地盤改良部の層厚を引いた差に 3.5％を乗じて算出する。 

 

表１ 各断面における埋戻土層厚および段差評価一覧表 

箇所 

境界部における 

埋戻土の層厚差 

（m） 

段差高さ(cm) 

=埋戻土層厚 

×3.5% 

評価値 

（cm） 

北側通路付近 18.2  64  70  

南側通路付近 11.4  40  45  

荷揚場付近 10.0  35  40  

 

 

図２ 北側通路付近断面図（A-A断面） 

 

 

 

 

 

地盤改良範囲岩盤線

地表面

防波壁

地盤改良部と全層埋戻土部の境界における
埋戻土部の層厚差=18.7m-0.5m

段差計算箇所
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図３ 南側通路付近断面図（B-B断面） 

 

 

 

 

図４ 荷揚場付近断面図（C-C断面） 

 

 

４．段差復旧作業について 

地震により段差が発生した場合でも，砕石の敷設により段差復旧が可能であることを確認

しており，段差復旧作業についての確認結果を以下に示す。 

(1) 段差復旧作業確認試験 

 a. 概要 

   島根原子力発電所に「段差復旧」用として配備している砕石を用いてホイルローダに

より，図 5～7のとおり，砕石を用いて，１箇所 40cmの段差を復旧した際の作業時間を

作業員 A,B及び Cそれぞれ計測した。 

地盤改良部と全層埋戻土部
の境界における埋戻土部の
層厚差=13.4m-2.0m

岩盤線

地表面
段差計算箇所

岩盤線

地表面

防波壁
セルラーブロック部と全層埋戻土部の境界における
埋戻土部の層厚差=15.0m-5.0m

段差計算箇所
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b. 測定結果 

  ・作業員 A：19分 44秒 

・作業員 B：19分 27秒 

・作業員 C：18分 33秒 

【評価値】20分（上り，下り 計 2箇所） 

 

  測定結果より，段差緩和対策を行うものの，万一，段差が発生した場合においても，約 10

分/箇所で作業できることを確認した。 

 

 

 

 

図 5 段差解消平面図（概要） 

図 6 段差解消断面図（概要） 

図 7 段差復旧状況 
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添付資料 3 

構外海域の漂流物が施設護岸及び取水口へ到達する可能性について 

1. はじめに

構外海域の漂流物となる可能性のある施設・設備が，施設護岸及び取水口に到達する可能

性について，図 4.2.1.3－2 に示す漂流物の選定・影響確認フローに基づき，津波の流況を

踏まえて評価する。 

2. 津波流況の考察

(1) 流況考察時間の分類

島根原子力発電所構内及び構外における津波来襲時の流況について考察した。考察に

当たっては，流況考察時間を最大水位・流速を示す時間帯とその前後の 3区分に分類す

る。 

日本海東縁部に想定される地震による津波（基準津波１）は，最大水位・流速を示す

時間帯が地震発生後約 180分～200分であり，海域活断層から想定される地震による津

波（基準津波４）は，最大水位・流速を示す時間帯が地震発生後約 5分～7分であるた

め，各々以下のとおり分類した。図 1に流況考察時間の分類例を示す。 

日本海東縁部に想定される地震による津波（基準津波１） 

【1】最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 100分～180分）  

【2】最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 180分～200分） 

【3】最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200分～360分） 

海域活断層に想定する地震による津波（基準津波４） 

【1】最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約０分～５分） 

【2】最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約５分～７分）  

【3】最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約７分～30分） 
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図 1 流況考察時間の分類例（基準津波１における地点１） 

 

(2) 基準津波１の流況の考察 

   基準津波１の水位変動・流向ベクトルを，添付資料 1 の図１に示す。この図に基づく，

流況の考察の詳細を以下に示す。なお，［ ］内は添付資料 1の図番号を示す。 

 

a. 防波堤有り 

 (a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 100分～180分）  [図 1(1)～

(160)] 

ⅰ) 構外海域 

  約 109 分では，津波の第１波が敷地の東側から沿岸を沿うように襲来する［図

1(19)］。また，約 113 分 30 秒では，敷地の北西側から津波が襲来する[図 1(28)]。

構外海域において流速は小さく，水位変動も 1m程度である。 

【1】 【2】 【3】 
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その後，約 180分まで主に敷地の北西側からの押し波，引き波により短い周期で北

西方向と南東方向の流れを繰返す。いずれの時間帯においても流速は 1m/s 未満であ

る。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

  約 116 分 30 秒では，津波の第 1 波が輪谷湾に到達する。水位が 1m 程度上昇し，

0.5m/s程度の流速が防波堤付近で発生する[図 1(34)］。 

その後，約 180分まで，短い周期で輪谷湾内と湾外への流れを繰返す。水位変動は

最大でも 3m程度で，流速は最大でも 3m/s程度である[図 1(157)～(160)］。 

  流れの特徴としては，押し波時，引き波時とも防波堤を回り込む流れが生じ，港湾

内のうち防波堤を回り込む流れによる流速が比較的速い。 

 

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 180分～200分）[図 1(161)～(201)］ 

ⅰ) 構外海域 

  約 180分では，敷地の北西側から引き波が襲来する。引き波の影響により北西方向

の流れとなり 1m/s程度の流れが確認できる[図 1(161)］。 

約 183分では，敷地の北西側から押し波が来襲し，押し波の影響により南東方向の

流れとなり，引き波の流速と同様 1m/s流れが確認できる[図 1(166)］。 

  約 187分では，敷地の北西側から引き波が来襲し［図 1(175)］，約 191分では，水

位変動が 3m程度の大きい押し波が来襲し 2m/s程度の流れが確認できる[図 1(183)］。

その後も，敷地の北西側から押し波，引き波が約 200分まで交互に来襲する。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

  約 184 分では，敷地の北西側から押し波が襲来し，流速 5m/s 程度の防波堤を回り

込む流れが発生する[図 1(169)］。約 184 分 30 秒では，輪谷湾内水位が 5m 程度上昇

し，構外海域では押し波傾向であるが，輪谷湾水位が高いため，輪谷湾内への流れは

2m/s程度となる[図 1(170)］。その直後には輪谷湾外へ向かう流れとなる［図 1(171)］。

約 192 分 30 秒では，輪谷湾の水位が低い状態において，敷地の北西側から押し波が

来襲する。最大流速が発生する時間帯であり，防波堤を回り込む 5m/s 程度の流れが

発生する[図 1(186)］。その 1分後の約 193分 30秒では，構外海域は押し波傾向であ

るが，輪谷湾水位が高いため，輪谷湾に向かう流れはない[図 1(188)］。その後，約

200分まで，短い周期で輪谷湾内と輪谷湾外への流れを繰返す。 

 

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200 分～360 分）[図 1(202)～

(281)］ 

ⅰ) 構外海域 

  約 201 分では，南東方向の流れとなり，流速は 1m/s 程度である［図 1(203)］。約

204分では，流れは逆向きとなる[図 1(209)］。その後，敷地北西側からの押し波，引

き波により短い周期で北西方向と南東方向の流れを繰返す。また，流速は速くても

1m/s程度である。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 
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  約 201 分では，輪谷湾外への流れとなり，流速は 1m/s 程度である［図 1(203)］。

約 205 分では，押し波が来襲し，輪谷湾内への流れとなり，流速は 1m/s程度となる

［図 1(211)］。 

  流れの特徴としては，押し波時，引き波時とも防波堤を回り込む流れが生じ，港湾

内の流速のうち防波堤を回り込む流れによる流速が比較的速い。 

 

b. 防波堤無し 

 (a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 100分～180分）［図 1(1)～(160)］ 

ⅰ) 構外海域 

 「a.防波堤有り」に記載した内容と同じ。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

  約 116 分 30 秒では，津波の第１波が輪谷湾に到達する。水位が 1m 程度上昇する

が，流速の変化は小さい［図 1(34)］。その後，約 180分まで，短い周期で輪谷湾内と

輪谷湾外への流れを繰返す。水位変動は最大でも 3m程度で，流速は最大でも 3m/s程

度である［図 1(151)～(160)］。 

 

 (b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 180分～200分）［図 1(161)～(201)］ 

ⅰ) 構外海域 

 「a.防波堤有り」に記載した内容と同じ。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

  約 183 分 30 秒では，敷地の北西側から押し波が来襲し，輪谷湾内における流速は

3m/s程度である［図 1(168)］。約 184分 30 秒では，輪谷湾内水位が 6m程度上昇し，

構外海域では押し波傾向であるが，輪谷湾水位が高いため，輪谷湾内への流れはない

［図 1(170)］。その直後には輪谷湾外へ向かう流れとなる［図 1(171)］。約 192分 30

秒では，輪谷湾の水位が低い状態において，敷地の北西側から大きい押し波が来襲す

る。最大流速が発生する時間帯であり，9m/s程度の流れが発生する［図 1(186)］。約

193 分 30 秒では，構外海域は押し波傾向であるが，輪谷湾水位が高いため，輪谷湾

外への流れとなる［図 1(188)］。その後，約 200分まで，短い周期で輪谷湾内と輪谷

湾外への流れを繰返す。 

 

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200 分～360 分）［図 1(202)～

(281)］ 

ⅰ) 構外海域 

 「a.防波堤有り」に記載した内容と同じ。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

  約 201 分では，輪谷湾外への流れとなり，流速は 1m/s 程度である［図 1(203)］。

約 205 分では，押し波が来襲し，輪谷湾内への流れとなり，流速は 1m/s程度となる

［図 1(211)］。 
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(3) 基準津波４の流況の考察 

   基準津波４の水位変動・流向ベクトルを，添付資料 1 の図 4 に示す。この図に基づく，

流況の考察の詳細を以下に示す。なお，［ ］内は添付資料 1の図番号を示す。 

  

a. 防波堤有り 

 (a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 0分～5分）［図 4(1)～(11)］ 

ⅰ) 構外海域 

  約 2分では，津波の第１波が敷地の北西側から押し波として来襲する。水位も低く

流速の変化は小さい［図 4(5)］。約 4分では，北西側への大きい引き波により，北西

方向の流れとなる［図 4(9)］が，いずれも 1m/s以上の流速は確認されない。 

 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

  約 3 分では，津波の第１波が輪谷湾に押し波として来襲する。水位も低く流速の変

化は小さい［図 4(7)］。 

 

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約５分～７分）［図 4(12)～(15)］ 

ⅰ) 構外海域 

約 5 分では，敷地の北西側への大きい引き波により北西方向の流れが継続する［図

4(11)］。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

  約 6分では，大きい引き波により輪谷湾外への流れとなり，3m/s程度の流速となる

［図 4(13)］。 

 

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 7 分～30 分）［図 4(16)～(61)］ 

ⅰ) 構外海域 

  約 7分では，敷地の北西側への引き波が継続しており，北西方向の流れが継続する

［図 4(15)］。約 9 分では，敷地北西側から押し波が来襲し，南東方向の流れとなる

［図 4(19)］。いずれも，1m/s以上の流速は確認されず，以降も，1m/sを超える流速

はない。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

  約 7分では，輪谷湾内への，約 9分では，輪谷湾外への流れとなる［図 4(15),(19)］。

湾内のうち防波堤を回り込む流速が比較的速く 2m/s 程度の流速が確認できる［図

4(17)］。以降，輪谷湾内と輪谷湾外への流向が短い周期で変化するが，流速は 1m/s

程度である。 

 

b. 防波堤無し 

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 0分～5分）［図 4(1)～(11)］ 

ⅰ) 構外海域 

 「a.防波堤有り」に記載した内容と同じ。 

4.2-添付3-5

604



ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

約 3 分では，津波の第１波が輪谷湾に押し波として来襲する。水位も低く流速の変

化は小さい［図 4(7)］。 

 

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 5分～7分）［図 4(12)～(15)］ 

ⅰ) 構外海域 

 「a.防波堤有り」に記載した内容と同じ。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

約 6分では，大きい引き波により輪谷湾外への流れとなり，3m/s程度の流速となる

［図 4(13)］。約 7 分では，輪谷湾内への流向となり，2m/s 程度の流速となる［図

4(15)］。 

 

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 7 分～30 分）［図 4(16)～(61)］ 

ⅰ) 構外海域 

 「a.防波堤有り」に記載した内容と同じ。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

     約 7分では，輪谷湾内への流れとなる［図 4(15)］。約 9分では，輪谷湾外への流れ

となるが，流速は 2m/s程度である［図 4(19)］。以降，輪谷湾内への流れ，輪谷湾外

への流れが短い周期で変化するが，流速は 1m/s程度である。 

 

3. 構外海域の漂流物の施設護岸及び取水口への到達可能性評価 

日本海東縁部に想定される地震による津波（基準津波１）と海域活断層から想定される地

震による津波（基準津波４）の流況の考察結果から，発電所方向への継続的な流向がないこ

とが確認された。 

このため，施設護岸及び取水口への到達可能性評価に当たっては，漂流物となる可能性の

ある施設・設備のうち，発電所沿岸にある漁船に着目して評価を行う。到達可能性評価は，

津波流況の考察結果に加え，仮想的な浮遊物の軌跡解析＊の結果も参考にして行う。 

注記＊：津波解析から求まる流向流速をもとに，質量を持たず，抵抗を考慮しない仮想

的な浮遊物が，水面を移動する軌跡を示す解析。 

発電所沿岸の漁港，漁船の操業区域及び軌跡解析の初期位置を図 2に示す。発電所沿岸部

では，３号機北側施設護岸付近及び輪谷湾でサザエ網・カナギ漁の漁船，発電所北東施設護

岸付近でかご漁及びカナギ漁・採貝藻漁の漁船，施設護岸から北側 500m 付近で一本釣り漁

の漁船，施設護岸から北西 600m付近でイカ釣り漁及びわかめ養殖の漁船が操業する。 

軌跡解析の初期位置としては，輪谷湾入口付近に 1 点（地点 A），サザエ網・カナギ漁の

操業区域内の３号機北岸付近に 1 点（地点 B），サザエ網・採貝藻漁及びかご漁の操業区域

付近に 1 点（地点 C），一本釣り漁区域内に 2点（地点 D,E），わかめ養殖場，イカ釣り漁の

操業区域付近 1点（地点 F），御津漁港近傍に 1 点（地点 G），計７地点設定した。軌跡解析

結果を図 3に示す。また，流向・流速ベクトル及び軌跡解析の考察結果を図 4，図 5に示す。 

流向・流速ベクトル及び軌跡解析の考察結果より，構外海域にある漂流物には以下の移動
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傾向が確認された。 

 

【漂流物の移動傾向】 

・最大水位・流速を示す時間帯以前，以降においては，流速が小さく，移動量も小さい 

・いずれの時間帯も主に北西・南東方向の移動を繰返す傾向がある。 

 

日本海東縁部に想定される地震による津波と海域活断層から想定される地震による津波

による漂流物の施設護岸及び取水口への到達可能性評価を，各々以下に示す。日本海東縁部

に想定される地震による津波は，発電所到達まで 110分程度あり，沖合等への退避が可能で

あると考えられるが，航行不能となることも考慮し，操業区域で津波が来襲すると想定して，

評価を行う。また，海域活断層から想定される地震による津波は，発電所到達まで 2分程度

であり，操業区域で津波が来襲すると想定して評価を行う。 

 

(1) 日本海東縁部に想定される地震による津波 

日本海東縁部に想定される地震による津波について，添付資料 1 図 1 に示す基準津波

１の流向・流速・軌跡の特徴を評価した結果を以下に示す。なお，［ ］内は添付資料 1の

図番号を示す。 

  

 a. 施設護岸への到達可能性評価 

 ⅰ) 施設護岸から 500m以遠で操業する漁船 

  施設護岸から 500m 以遠で操業する漁船としては，施設護岸から北西約 600m においてイ

カ釣り漁及びわかめ養殖の漁船がある。これらの漁船に対し，施設護岸及び輪谷湾への到達

可能性を評価した。 

 

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 100分～180分）［図 1(1)～(160)］ 

約 180分までは，全体的に流速が約 1m/s未満と小さい。また，流向は主に北西・南東

方向に変化しており，漂流物は北西，南東方向に移動すると考えられ，発電所に対する

連続的な流れもないため，施設護岸から 500m 以遠で操業する漁船は施設護岸及び輪谷

湾に到達しないと考えられる。 

 

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 180分～200分）［図 1(161)～(201)］ 

発電所北西の半島沿岸において，約 183分で，流速 5m/s程度の半島を回り込み発電所

に向かうような流れが確認される［図 1(167)］が，流向は短い間隔で主に北西・南東方

向に変化しており，発電所に対する連続的な流れもないため，施設護岸及び輪谷湾に到

達しないと考えられる。その他の海域においても，流速は速くて 2m/s程度［図 1(167)］

であり，発電所に対する連続的な流れもないため，施設護岸及び輪谷湾に到達しないと

考えられる。 

 

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200分～360分）［図 1(202)～(281)］ 
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約 200 分以降は，全体的に流速が小さい。また，流向は主に北西・南東方向に変化し

ており，漂流物は北西，南東方向に移動すると考えられる。 流速が小さく発電所に対す

る連続的な流れもないため，施設護岸から 500m 以遠で操業する漁船は施設護岸及び輪

谷湾に到達しないと考えられる。 

 

(a)～(c)より，施設護岸から 500m以遠を操業する漁船については，流向が短い間隔で主

に北西・南東方向に変化しており，発電所に対する連続的な流れもないため，施設護岸及

び輪谷湾に到達しないと考えられる。また，イカ釣り漁及びわかめ養殖場の操業区域の近

傍である地点 F における軌跡解析の結果からも，軌跡は発電所から遠ざかる方向に移動し

ており，施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる（図 4－1～図 4－27）。 

 

ⅱ) 施設護岸から 500m以内で操業する漁船 

 施設護岸から約 500m 以内で操業する漁船としては，３号機北側沿岸部において，サザエ

網漁及びカナギ漁の漁船，発電所北東沿岸部においてかご漁，カナギ漁及び採貝藻漁の漁船，

発電所北側 500m 程度の区域で一本釣り漁の漁船がある。これらの漁船に対し，施設護岸及

び輪谷湾への到達可能性を評価した。 

 

 (a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 100分～180分）［図 1(1)～(160)］ 

約 180分までは，全体的に流速が小さい。また，流向は主に北西・南東方向に変化し

ており，漂流物は北西，南東方向に移動すると考えられる。 流速は 2m/s程度［第 1図

(155)］であり，発電所に対する連続的な流れもないため，施設護岸から 500m以内で操

業する漁船は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。 

 

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 180分～200分）［図 1(161)～(201)］ 

(a)と同様に，流向は短い間隔で主に北西・南東方向に変化しており，発電所に対す

る連続的な流れもないため，施設護岸から 500m 以内で操業する漁船は施設護岸及び輪

谷湾に到達しないと考えられるが，３号機北側防波壁から約 50m以内の水深が約 20mの

浅い位置において，5m/s以上の流速が確認される［図 1(164)，(187)］ことから，施設

護岸から 500m 以内で操業する漁船は，当該位置に接近することを考慮し，施設護岸及

び輪谷湾に到達する可能性があると評価した。 

 

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200分～360分）［図 1(202)～(281)］ 

約 200 分以降は，流速が小さい。また，流向は主に北西・南東方向に変化しており，

漂流物は北西，南東方向に移動すると考えられる。 流速が小さく発電所に対する連続

的な流れもないため，施設護岸から 500m 以内で操業する漁船は施設護岸及び輪谷湾に

到達しないと考えられる。 

 

(a)～(c)より，最大水位・流速を示す時間帯において，３号機北側防波壁から約 50m以

内の水深が約 20mの浅い位置で，5m/s以上の流速が確認された。 
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一方，上記以外の範囲においては，流向が短い間隔で主に北西・南東方向に変化して

おり，発電所に対する連続的な流れもない。また，サザエ網，カナギ漁及び一本釣り漁

の操業区域の近傍の地点 B における軌跡解析の結果からも，軌跡は北西方向と南東方向

に移動を繰り返している（図 4－1～図 4－27）。 

以上より，施設護岸から 500m以内で操業する漁船については，3号機北側防波壁から

約 50m 以内の水深が約 20m の浅い位置に接近することを考慮し，施設護岸及び輪谷湾に

到達する可能性があると評価した。 

 

b. 取水口への到達可能性評価 

  a.ⅱ)より，発電所沿岸部で操業する漁船が漂流物となった場合，輪谷湾に到達する可

能性があるため，構内海域（輪谷湾）の流況から到達の可能性を評価した。 

 

 (a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 100分～180分）［図 1(1)～(160)］ 

構内海域（輪谷湾）においては，約 180分までは，流速が小さく移動量は小さい。ま

た，港湾部はその形状から，押し波後はすぐに引き波に転じることから，構内海域（輪

谷湾）に漂流物は到達しないと考えられる。 

 

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 100分～180分）［図 1(161)～(201)］ 

構内海域（輪谷湾）においては，約 180～200 分では，流速は最大 9m/s 程度と速いが，

港湾部はその形状から，押し波後はすぐに引き波に転じることから，構内海域（輪谷湾）

に漂流物は到達しないと考えられる。 

 

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200分～360分）［図 1(202)～(281)］ 

構内海域（輪谷湾）においては，約 200分以降は，流速が遅く移動量は小さい。また，

港湾部はその形状から，押し波後はすぐに引き波に転じることから，構内海域（輪谷湾）

に漂流物は到達しないと考えられる。 

 

(a)～(c)より，最大水位・流速を示す時間帯において，最大 9m/s 程度の速い流速が確

認されたが，港湾部はその形状から，押し波後はすぐに引き波に転じることから，構内海

域（輪谷湾）に漂流物は到達しないと考えられる。また，輪谷湾近傍の地点 Aの軌跡解析

の結果から，軌跡は北西方向と南東方向に移動を繰り返しており，輪谷湾に到達しないと

考えられる。（図 4－1～図 4－27） 

 

(2) 海域活断層から想定される地震による津波 

海域活断層から想定される地震による津波について，添付資料 1 図 4 に示す基準津波

４の流向・流速・軌跡の特徴を評価した結果を以下に示す。 

 

a. 施設護岸への到達可能性 

 ⅰ) 施設護岸から 500m以遠で操業する漁船 
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(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 0分～5分）［図 4(1)～(11)］ 

 約 0分から約 5分まで流速は約 1m/s未満と小さく，流向は短い間隔で変化し，発電所

に対する連続的な流れもないため，施設護岸から 500m 以遠で操業する漁船は施設護岸

に到達しないと考えられる。 

 

  (b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 5分～7分）［図 4(12)～(15)］ 

流速は速くても 1m/s 程度（図 4(15)］と小さく，流向は短い間隔で変化し，発電所に

対する連続的な流れもないため，施設護岸から 500m 以遠で操業する漁船は施設護岸及び

輪谷湾に到達しないと考えられる。 

 

   (c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 7分～30分）［図 4(16)～(61)］ 

7 分以降も流速は約 1m/s 未満と小さく，流向は短い間隔で変化し，発電所に対する連

続的な流れもないため，施設護岸から 500m以遠で操業する漁船は施設護岸及び輪谷湾に

到達しないと考えられる。 

 

(a)～(c)より，いずれの時間帯も流速が小さく，かつ，最大水位・流速を示す時間帯も

2分（地震発生後 5分～7分）と短いことから，施設護岸に到達しないと評価した。また，

軌跡解析の結果より，施設護岸から 500m 以遠の地点（C～F）において，初期位置から移

動していないことから，漂流物は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる（図 5－

1～図 5－10）。 

 

 ⅱ) 施設護岸から 500m以内で操業する漁船 

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 0分～5分）［図 4(1)～(11)］ 

 約 0分から約 5分まで流速は約 1m/s未満と小さく，流向は短い間隔で変化し，発電所

に対する連続的な流れもないため，施設護岸から 500m 以内で操業する漁船は施設護岸

及び輪谷湾に到達しないと考えられる。 

 

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約５分～７分）［図 4(12)～(15)］ 

(a)と同様に，流向は短い間隔で変化し，発電所に対する連続的な流れもないため，漂

流物は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられるが，３号機北側防波壁から約 50m

以内の水深が約 20mの浅い位置において，2m/s程度の流速が確認される［図 4(13)］。当

該位置で漁船が航行不能であった場合には，施設護岸及び輪谷湾に到達する可能性があ

ると考えられる。 

 

 (c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 7 分～30 分）［図 4(16)～(61)］ 

7分以降も流速は約 1m/s未満と小さく，流向は短い間隔で変化し，発電所に対する連

続的な流れもないため，施設護岸から 500m 以内で操業する漁船は施設護岸及び輪谷湾

に到達しないと考えられる。 
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(a)～(c)より，流向は短い間隔で変化し，発電所に対する連続的な流れもないため，漂

流物は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。また，サザエ網，カナギ漁及び一

本釣り漁の操業区域の近傍の地点 B における軌跡解析の結果からも，軌跡はほとんど移

動していないことから，漂流物は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる（図 5－

1～図 5－10）。一方，３号機北側防波壁から約 50m以内の水深が約 20mの浅い位置におい

て，2m/s程度の流速が確認されることから，当該位置で漁船が航行不能であった場合は，

施設護岸及び輪谷湾に到達する可能性があると評価した。 

 

b. 取水口への到達可能性評価 

  a.ⅱ)より，発電所沿岸部で操業する漁船が漂流物となった場合，輪谷湾に到達する可

能性があるため，構内海域（輪谷湾）の流況から到達の可能性を評価した。 

 

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 0分～5分）［図 4(1)～(11)］ 

 0分から 5分まで流速は約 1m/s未満と小さく，港湾部はその形状から，押し波後はす

ぐに引き波に転じることから，構内海域（輪谷湾）に漂流物は到達しないと考えられる。 

 

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 5分～7分）［図 4(12)～(15)］ 

   流速は速くて 3m/s 程度であるが，輪谷湾外へ向かう流向であり[図 4(13)］，輪谷湾に

向かう流速は小さい[図 4(11)］ことから，構内海域（輪谷湾）に漂流物は到達しないと考

えられる。 

 

 (c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 7分～30分）［図 4(16)～(61)］ 

7 分以降も流速は約 1m/s 未満と小さく，港湾部はその形状から，押し波後はすぐに引

き波に転じることから，構内海域（輪谷湾）に漂流物は到達しないと考えられる。 

 

(a)～(c)より，いずれの時間帯も流速が小さく，かつ，最大水位・流速を示す時間帯も

2 分（地震発生後 5 分～7 分）と短いことから，輪谷湾に到達しないと評価した。また，

輪谷湾近傍の地点 A の軌跡解析の結果から，軌跡は輪谷湾から離れる方向に移動してお

り，輪谷湾に到達しないと考えられる（図 5－1～図 5－10）。 
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図 2 発電所沿岸の漁港，漁船の操業区域及び軌跡解析の初期位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地理院地図ＨＰに，JF しまねより聞き取った

操業区域及び軌跡解析の初期配置を追記） 
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（基準津波１（防波堤有り）） 

 

（基準津波１（防波堤無し）） 

図 3－1 軌跡解析結果 

凡例 

：地点 Aの軌跡 

：地点 Bの軌跡 

：地点 Cの軌跡 

：地点 Dの軌跡 

：地点 Eの軌跡 

：地点 Fの軌跡 

：地点 Gの軌跡 

凡例 

：地点 Aの軌跡 

：地点 Bの軌跡 

：地点 Cの軌跡 

：地点 Dの軌跡 

：地点 Eの軌跡 

：地点 Fの軌跡 

：地点 Gの軌跡 
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（基準津波２（防波堤有り）） 

 

（基準津波３（防波堤有り）） 

図 3－2 軌跡解析結果 

凡例 

：地点 Aの軌跡 

：地点 Bの軌跡 

：地点 Cの軌跡 

：地点 Dの軌跡 

：地点 Eの軌跡 

：地点 Fの軌跡 

：地点 Gの軌跡 

凡例 

：地点 Aの軌跡 

：地点 Bの軌跡 

：地点 Cの軌跡 

：地点 Dの軌跡 

：地点 Eの軌跡 

：地点 Fの軌跡 

：地点 Gの軌跡 
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（基準津波５（防波堤無し））

 

（基準津波６（防波堤無し）） 

図 3－3 軌跡解析結果 

凡例 

：地点 Aの軌跡 

：地点 Bの軌跡 

：地点 Cの軌跡 

：地点 Dの軌跡 

：地点 Eの軌跡 

：地点 Fの軌跡 

：地点 Gの軌跡 

凡例 

：地点 Aの軌跡 

：地点 Bの軌跡 

：地点 Cの軌跡 

：地点 Dの軌跡 

：地点 Eの軌跡 

：地点 Fの軌跡 

：地点 Gの軌跡 
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（基準津波４（防波堤有り）） 

 

（基準津波４（防波堤無し）） 

図 3－4 軌跡解析結果 

凡例 

：地点 Aの軌跡 

：地点 Bの軌跡 

：地点 Cの軌跡 

：地点 Dの軌跡 

：地点 Eの軌跡 

：地点 Fの軌跡 

：地点 Gの軌跡 

凡例 

：地点 Aの軌跡 

：地点 Bの軌跡 

：地点 Cの軌跡 

：地点 Dの軌跡 

：地点 Eの軌跡 

：地点 Fの軌跡 

：地点 Gの軌跡 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

118分 

 

【地点 A,C,F】 

118分では，流速は

小さく，移動量も

小さい。 

 

119分 

 

【地点 A,C,F】 

119分では，118分

と同じく，流速は

小さく，移動量も

小さい。 

 

 

120分 

 

【地点 A】 

120分では，押し波

により南方向の流

向となり，南方向

へ移動する。 

【地点 C,F】 

120分では，119分

と同じく，流速は

小さく，移動量も

小さい。 

 

 

 

 

図 4－1 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

121分 

 

【地点 A,F】 

121分では，流速は

小さく，移動量も

小さい。 

【地点 C】 

121分では，押し波

により南東方向の

流向となり，南東

方向へ移動する。 

122分 

 

【地点 A,F】 

122分では，121分

と同じく，流速は

小さく，移動量も

小さい。 

【地点 C】 

122分では，流速は

小さく，移動量も

小さい。 

148分 

 

【地点 A,F】 

148分では，北西方

向の流向となる

が，流速が小さく，

移動量も小さい。 

【地点 C】 

148分では，南西方

向の流向となり，

南西方向へ移動す

る。 

注記＊：123分から 147分まで同様な傾向であり省略する。 

 

 

図 4－2 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

149分 

 

【地点 A】 

149分では，148分と

同じく，北西方向の

流向であり，北西方

向に移動する。 

【地点 C】 

149分では，148分と

逆向きの流向とな

り，北方向に移動す

る。 

【地点 F】 

149分では，南西方向

の流向であり，南西

方向に移動する。 

150分 

 

【地点 A,C,F】 

150分では，流速は小

さく，移動量も小さ

い。 

 

151分 

 

【地点 A】 

151分では，149分と

逆向きの流向となる

が，流速が小さく，移

動量も小さい。 

【地点 C】 

151分では，149分と

逆向きの流向とな

り，南東方向へ移動

する。 

【地点 F】 

151分では，北西方向

の流向となるが，流

速が小さく，移動量

も小さい。 

 

 

 

図 4－3 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

152分 

 

【地点 A】 

152分では，151分と

逆向きの流向とな

り，北東方向へ移動

する。 

【地点 C,F】 

152分では，流速が小

さく，移動量も小さ

い。 

180分 

 

【地点 A,C】 

180分では，北方向の

流向となり，北方向

へ移動する。 

【地点 F】 

180分では，流速が小

さく，移動量も小さ

い。 

181分 

 

【地点 A,F】 

181分では，西方向の

流向となり，西方向

へ移動する。 

【地点 C】 

181分では，180分と

同じく，北西方向に

移動する。 

注記＊：153分から 179分まで同様な傾向であり省略する。 

 

 

図 4－4 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

182分 

 

【地点 A】 

182分では，180分か

ら継続する北西方向

の流向により北西に

移動する。 

【地点 C】 

182分では，181分と

流向が変わり，南西

方向に移動する。 

【地点 F】 

182分では，流速が小

さく，移動量も小さ

い。 

183分 

 

【地点 A】 

183分では，180分か

ら継続する北西方向

の流向により北西に

移動する。 

【地点 C】 

183分では，182分と

流向が変わり，北西

方向に移動する。 

【地点 F】 

183分では，南東方向

の流向となり，南東

方向に移動する。 

184分 

 

【地点 A】 

184分では，180分か

ら継続する北西方向

の流向が逆向きとな

り，南東方向へ移動

する。 

【地点 C】 

184分では，183分と

流向が逆向きとなり

南東方向に移動す

る。 

【地点 F】 

184分では，183分か

ら継続する南東方向

の流向により，南東

方向に移動する。 

 

 

 

図 4－5 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-21

620



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

185分 

 

【地点 A】 

185分では，184分と

同じく，南東方向へ

移動する。 

【地点 C】 

185分では，184分と

同じく，南東方向に

移動する。 

【地点 F】 

185分では，北東方向

の流向により，北東

方向に移動する。 

186分 

 

【地点 A】 

186分では，流向は北

東方向の流向となる

が，流速が小さく，移

動量も小さい。 

【地点 C】 

186分では，185分と

逆向きの流向とな

り，北東方向に移動

する。 

【地点 F】 

186分では，南東方向

の流向により，南東

方向に移動する。 

187分 

 

【地点 A】 

187分では，186分と

逆向き（南西）の流向

となるが，流速が小

さく移動量も小さ

い。 

【地点 C】 

187分では，186分と

同じく，北東方向に

移動する。 

【地点 F】 

187分では，186分と

逆向き（北西）の流向

となり，北西方向に

移動する。 

 

 

 

図 4－6 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

188分 

 

【地点 A】 

188分では，187分と逆

向き（北西）の流向とな

り，北西方向に移動す

る。 

【地点 C】 

188分では，187分と流

向が変わり（北西）とな

り，北西方向に移動す

る。 

【地点 F】 

188分では，187分から

継続する北西方向の流

向により，北西方向に

移動する。 

189分 

 

【地点 A】 

189分では，188分と同

じく，北西方向に移動

する。 

【地点 C】 

189分では，188分と同

じく，北西方向に移動

する。 

【地点 F】 

189分では，西方向の流

向により，西方向に移

動する。 

190分 

 

【地点 A】 

190分では，188分から

継続する北西方向の流

向により，北西方向に

移動する。 

【地点 C】 

190分では，188分から

継続する北西方向の流

向により北西方向に移

動する。 

【地点 F】 

190分では，南西方向の

流向により，南西方向

に移動する。 

 

 

 

図 4－7 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-23

622



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

191分 

 

【地点 A】 

191分では，188分か

ら継続する流向によ

り北西方向に移動す

る。 

【地点 C】 

191分では，188分か

ら継続する流向によ

り北西方向に移動す

る。 

【地点 F】 

191分では，190分か

ら継続する南西方向

の流向により，南西

方向に移動する。 

192分 

 

【地点 A】 

192分では，191分

と逆向き（南東）の

流向となり南東方向

に移動する。 

【地点 C】 

192分では，191分

と流向が変わり（北

東），北東方向に移

動する。 

【地点 F】 

192分では，南東方

向の流向により，南

東方向に移動する。 

193分 

 

【地点 A】 

193分では，192分と

同じく，強い押し波

により，南東方向へ

移動が継続する。 

【地点 C】 

193分では，強い押し

波により 192 分と流

向が変わり（南東），

南東方向に移動す

る。 

【地点 F】 

193分では，北東方向

の流向により，北東

方向に移動する。 

 

 

 

図 4－8 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-24

623



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

194分 

 

【地点 A】 

194分では，192分から

継続する強い押し波に

より，南東方向へ移動

が継続する。 

【地点 C】 

194分では，193分から

継続する強い押し波に

より，南東方向に移動

が継続する。 

【地点 F】 

194分では，193分から

継続する北東方向の流

向により，北東方向に

移動する。 

195分 

 

【地点 A】 

195分では，194分と逆

向き（北西方向）の流向

となり，北西方向に移

動する。 

【地点 C】 

195分では，194分と逆

向き（北方向）の流速と

なり，北方向に移動す

る。 

【地点 F】 

195分では，194分と逆

向き（南西方向）の流向

となり，南西方向に移

動する。 

196分 

 

【地点 A】 

196分では，195分と同

じく，北西方向の移動

が継続する。 

【地点 C】 

196分では，195分と流

向が変わり（北西），北

西方向に移動する。 

【地点 F】 

196分では，195と同じ

く，南西方向に移動す

る。 

 

 

 

図 4－9 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-25

624



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

197分 

 

【地点 A】 

197分では，195分と同

じく，北西方向に移動

が継続する。 

【地点 C】 

197分では，196分と同

じく，北西方向の移動

が継続する。 

【地点 F】 

197分では，195分と同

じく，南西方向に移動

する。 

198分 

 

【地点 A】 

198分では，195分と同

じく，北西方向の移動

が継続する。 

【地点 C】 

198分では，196分と同

じく，北西方向の移動

が継続する。 

【地点 F】 

198分では，北西方向の

流向により，北西方向

に移動する。 

199分 

 

【地点 A】 

199分では，流向が逆向

きになり，南方向へ移

動する。 

【地点 C】 

199分では，196分と同

じく，北方向の流向で

あるが，流速は小さく，

移動量も小さい。 

【地点 F】 

199分では，南方向の流

向により，南方向に移

動する。 

 

 

 

図 4－10 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-26

625



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

200分 

 

【地点 A】 

200分では，199分から

少し東方向の流向とな

り，南東方向へ移動す

る。 

【地点 C】 

200分では，199分と流

向が変わり（東），東方

向へ移動する。 

【地点 F】 

200分では，北西方向の

流向により，北西方向

に移動する。 

201分 

 

【地点 A】 

201分では，200分と流

向が逆向きとなり，北

東方向に移動する。 

【地点 C】 

201分では，200分から

続く東方向の流向が継

続し，東方向に移動す

る。 

【地点 F】 

201分では，200分から

継続する北西方向の流

向により，北西方向に

移動する。 

202分 

 

【地点 A】 

202分では，流速が小さ

く，移動量も小さい。 

【地点 C】 

202分では，東方向の流

向が少し北方向に流れ

を変えるが，継続して

東方向に移動する。 

【地点 F】 

202分では，南方向の流

向となるが，流速が小

さく，移動量も小さい。 

 

 

 

図 4－11 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-27

626



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

203分 

 

【地点 A】 

203分では，202分

と同じく，流速が

小さく，移動量も

小さい。 

【地点 C】 

203分では，少し北

方向に流れを変え

るが，継続して東

方向に移動する。 

【地点 F】 

203分では，202分

から継続する南方

向の流向により，

南方向に移動す

る。 

204分 

 

【地点 A】 

204分では，203分

と同じく，流速が

小さく，ほとんど

移動していない。 

【地点 C】 

204分では，203分

と流向が逆向きと

なり，南西方向の

移動となる。 

【地点 F】 

204分では，北方向

の流向となるが，

流速が小さく，移

動量も小さい。 

205分 

 

【地点 A】 

205分では，押し波

により南西方向へ

移動する。 

【地点 C】 

205分では，204分

と同じく，南西方

向の移動が継続す

る。 

【地点 F】 

205分では，南方向

の流向となるが，

流速が小さく，移

動量も小さい。 

 

 

 

図 4－12 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-28

627



間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

206分 

 

【地点 A】 

206分では，北西方向

の流向となり，北西

方向に移動する。 

【地点 C】 

206分では，流向が変

わり（北東），北東方

向へ移動する。 

【地点 F】 

206分では，205分か

ら継続するの南方向

の流向により，南方

向に移動する。 

207分 

 

【地点 A】 

207分では，206分と

同じく，少し北方向

に向きを変えるが，

北西方向への移動が

継続する。 

【地点 C】 

207分では，206分と

同じく，北東方向の

移動が継続する。 

【地点 F】 

207分では，北西方向

の流向により，北西

方向に移動する。 

208分 

 

【地点 A】 

208分では，流向は変

わらないものの流速

が小さく，移動量も

小さい。 

【地点 C】 

208分では，東方向に

流向が変わるが，流

速が小さく，移動量

も小さい。  

【地点 F】 

208分では，南方向の

流向となるが，流速

が小さく，移動量も

小さい。 

 

 

 

図 4－13 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-29

628



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

209分 

 

【地点 A】 

209 分では，押し波

傾向となり，南方向

に移動する。 

【地点 C】 

209 分では，南方向

の流向となり，南東

方向に移動する。 

【地点 F】 

209分では，208分か

ら継続する南方向

の流向により，南方

向に移動する。 

210分 

 

【地点 A】 

210分では，209分と

逆向きの流向とな

り，北東方向への移

動となる。 

【地点 C】 

210分では，209分と

同じく，南東方向に

移動が継続する。 

【地点 F】 

210 分では，北西方

向の流向により，北

西方向に移動する。 

211分 

 

【地点 A】 

211分では，210分と

同じく，北方向への

移動が継続する。 

【地点 C】 

211分では，210分と

同じく南東方向へ

の移動が継続する。 

【地点 F】 

211 分では，北西方

向の流向により，北

西方向に移動する。 

 

 

 

 

図 4－14 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-30

629



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

212分 

 

【地点 A】 

212 分では，211 分

から少し西側方向

の流向となり，北西

方向に移動する。 

【地点 C】 

212 分では，211 分

から流向が逆向き

となり，北西方向に

移動する。 

【地点 F】 

212 分では，南西方

向の流向により，南

西方向に移動する。 

213分 

 

【地点 A】 

213 分では，212 分

と同じく，北西方向

の移動が継続する。 

【地点 C】 

213 分では，212 分

と同じく，北西方向

の移動が継続する。 

【地点 F】 

213 分では，北西方

向の流向となるが，

流速が小さく，移動

量も小さい。 

214分 

 

【地点 A,F】 

214 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

【地点 C】 

214 分では，213 分

から流向が変わり

（南西），南西方向

へ移動する。 

 

 

 

 

図 4－15 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-31

630



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

215分 

 

【地点 A】 

215分では，214分と

流向が変わり（南

東），南東方向へ移動

する。 

【地点 C】 

215分では，214分と

同じく，南方向への

移動が継続する。 

【地点 F】 

215 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

 

216分 

 

【地点 A,C,F】 

216 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

 

217分 

 

【地点 A,C,F】 

217分では，216分と

同じく，流速が小さ

く，移動量も小さい。 

 

 

 

 

 

図 4－16 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-32

631



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

218分 

 

【地点 A】 

218 分では，南東方

向の流向となるが，

流速が小さく，移動

量も小さい。 

【地点 C】 

218 分では，南東方

向の流向となり，南

東方向に移動する。 

【地点 F】 

218分では，216分と

同じく，流速が小さ

く，移動量も小さい。 

219分 

 

【地点 A】 

219分では，218分と

流向が変わるが（北

東），流速が小さく，

移動量も小さい。 

【地点 C】 

219分では，218分と

同じく，南東方向の

移動が継続する。 

【地点 F】 

219分では，216分と

同じく，流速が小さ

く，移動量も小さい。 

220分 

 

【地点 A】 

220 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

【地点 C】 

220 分では，南西方

向の流向となり，南

西方向に移動する。 

【地点 F】 

220分では，216分と

同じく，流速が小さ

く，移動量も小さい。 

 

 

 

 

 

図 4－17 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-33

632



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

221分 

 

【地点 A】 

221 分では，220 分

から流向が逆向き

となり，南西方向に

移動する。 

【地点 C】 

221 分では，220 分

から流向が変わり

（西），西方向に移

動する。 

【地点 F】 

221分では，南東方

向の流向となるが，

流速が小さく，移動

量も小さい。 

222分 

 

【地点 A】 

222 分では，221 分

と流向が逆向きと

なり，北西方向に移

動する。 

【地点 C】 

222 分では，221 分

と同じく，西方向へ

移動が継続するも

のの，流速は小さ

く，移動量も小さ

い。 

【地点 F】 

222分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

223分 

 

【地点 A】 

223 分では，222 分

と同じく，北西方向

に移動する。 

【地点 C】 

223 分では，221 分

と同じく，西方向へ

移動するものの，流

速は小さく，移動量

も小さい。 

【地点 F】 

223分では，北西方

向の流向により，北

西方向に移動する。 

 

 

 

 

図 4－18 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-34

633



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

224分 

 

【地点 A,F】 

224分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

【地点 C】 

224 分では，221 分

と同じく，引き続き

西方向へ移動する

ものの，流速は小さ

く，移動量も小さ

い。 

225分 

 

【地点 A,F】 

225 分では，224 分

と同じく，流速が小

さく，移動量も小さ

い。 

【地点 C】 

225分では，南西方

向の流向となり，南

西方向に移動する。 

226分 

 

【地点 A,F】 

226 分では，224 分

と同じく，流速が小

さく，移動量も小さ

い。 

【地点 C】 

226 分では，225 分

と同じく，南西方向

の移動が継続する。 

 

 

 

 

図 4－19 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-35

634



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

227分 

 

【地点 A,F】 

227 分では，224 分

と同じく，流速が小

さく，移動量も小さ

い。 

【地点 C】 

227 分では，225 分

と同じく，南西方向

の移動が継続する。 

228分 

 

【地点 A,F】 

228 分では，224 分

と同じく，流速が小

さく，移動量も小さ

い。 

【地点 C】 

228 分では，225 分

と流向が変わり，北

西方向に移動する。 

229分 

 

【地点 A,F】 

229 分では，224 分

と同じく，流速が小

さく，移動量も小さ

い。 

【地点 C】 

229 分では，225 分

と流向が変わり，西

方向に移動する。 

 

 

 

 

図 4－20 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-36

635



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

230分 

 

【地点 A,F】 

230 分では，224 分

と同じく，流速が小

さく，移動量も小さ

い。 

【地点 C】 

230 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

258分 

 

【地点 A,F】 

258 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

【地点 C】 

258 分では，流向は

北西方向であるが，

流速が小さく，移動

量も小さい。 

259分 

 

【地点 A,F】 

259 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

【地点 C】 

259 分では，258 分

と同じく，北西方向

の移動が継続する。 

 

※231分から 257分まで同様な傾向であり省略する。 

 

 

 

図 4－21 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-37
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

260分 

 

【地点 A,F】 

260 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

【地点 C】 

260 分では，259 分

と同じく，北西方向

の移動が継続する。 

 

261分 

 

【地点 A,F】 

261 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

【地点 C】 

261 分では，260 分

と同じく，北西方向

の移動が継続する。 

 

262分 

 

【地点 A,F】 

262 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

【地点 C】 

262 分では，260 分

と同じく，北西方向

の移動が継続する。 

 

 

 

 

 

図 4－22 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-38
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

288分 

 

【地点 A】 

288 分では，北東方

向の流向であるが，

流速が小さく，移動

量も小さい。 

【地点 C,F】 

288 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

289分 

 

【地点 A】 

289 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

【地点 C,F】 

289 分では，288 分

と同じく，流速が小

さく，移動量も小さ

い。 

290分 

 

【地点 A,C,F】 

290 分では，289 分

と同じく，流速が小

さく，移動量も小さ

い。 

 

※263分から 287分まで同様な傾向であり省略する。 

 

 

 

図 4－23 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-39
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

291分 

 

 

【地点 A,C,F】 

291 分では，290 分

と同じく，流速が小

さく，移動量も小さ

い。 

 

292分 

 

【地点 A,C,F】 

292 分では，291 分

と同じく，流速が小

さく，移動量も小さ

い。 

 

318分 

 

【地点 A,F】 

318 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

【地点 C】 

318 分では，南東方

向の流向であるが，

流速が小さく，移動

量も小さい。 

※293分から 317分まで同様な傾向であり省略する。 

 

 

 

図 4－24 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

319分 

 

【地点 A,F】 

319 分では，318 分

と同じく，流速が小

さく，移動量も小さ

い。 

【地点 C】 

319 分では，南東方

向の流向であるが，

流速が小さく，移動

量も小さい。 

320分 

 

【地点 A,C,F】 

320 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

 

321分 

 

【地点 A,C,F】 

321 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

 

 

 

 

 

図 4－25 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-41
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

322分 

 

【地点 A,C,F】 

322 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

 

356分 

 

 

【地点 A,C,F】 

356 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

 

357分 

 

【地点 A,C,F】 

357 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

 

※323分から 355分まで同様な傾向であり省略する。 

 

 

 

図 4－26 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-42
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

358分 

 

【地点 A,C,F】 

358 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

 

359分 

 

【地点 A,C,F】 

359 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

 

360分 

 

【地点 A,C,F】 

360 分では，流速が

小さく，移動量も小

さい。 

 

 

 

 

 

図 4－27 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-43
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

1分  【地点 A】 

1 分では津波は到

達していない。 

 

2分  【地点 A】 

2 分では津波は到

達していない。 

 

3分  【地点 A】 

3分では，押し波に

より南東方向へ移

動する。流速は小

さく，移動量も小

さい。 

 

 

 

図 5－1 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-44
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

4分  【地点 A】 

4分では，3分と同じ

く南東方向への移動

が継続する。流速は

小さく，移動量も小

さい。 

 

5分  【地点 A】 

5分では，4分と同じ

く南東方向への移動

が継続する。流速は

小さく，移動量も小

さい。 

 

6分  【地点 A】 

6分では，3分から継

続する南東方向の流

行が逆向きとなり，

北方向へ移動する。 

 

 

 

 

図 5－2 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-45
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

7分  【地点 A】 

7 分では，6 分と流向

が変わり，西方向へ移

動する。 

 

8分  【地点 A】 

8 分では，7 分と流向

が変わり，南方向へ移

動する。 

 

9分  【地点 A】 

9 分では，8 分と流向

が変わり，東方向に移

動する。 

 

 

 

 

図 5－3 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-46
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

10分  【地点 A】 

10分では，流速が小さ

く移動も小さい。 

 

11分  【地点 A】 

11 分では，10 分と同

じく，流速が小さく移

動量も小さい。 

 

12分  【地点 A】 

12 分では，11 分と同

じく，流速が小さく移

動量も小さい。 

 

 

 

 

図 5－4 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-47
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

13分  【地点 A】 

13 分では，12 分同じ

く，流速が小さく移動

量も小さい。 

 

14分  【地点 A】 

14 分では，13 分同じ

く，流速が小さく移動

量も小さい。 

 

15分  【地点 A】 

15分では，南西方向の

流向となり，南西方向

へ移動する。 

 

 

 

 

 

図 5－5 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-48
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

16分  【地点 A】 

16 分では，15 分の流

向とは逆向きの流向

となり，北方向へ移動

する 

 

 

17分  【地点 A】 

17 分では，16 分と同

じく北方向への移動

が継続する。 

 

18分  【地点 A】 

18分では，流速が小さ

く移動量も小さい。 

 

 

 

 

図 5－6 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

19分  【地点 A】 

19 分では，18 分と同

じく流速が小さく移

動量も小さい。 

 

20分  【地点 A】 

20 分では，19 分と同

じく流速が小さく移

動量も小さい。 

 

21分  【地点 A】 

21 分では，流速が小

さく移動量も小さい。 

 

 

 

 

図 5－7 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

22分  【地点 A】 

22 分では，21 分と同

じく，流速が小さく移

動量も小さい。 

 

 

23分  【地点 A】 

23 分では，22 分と同

じく，流速が小さく移

動量も小さい。 

 

24分  【地点 A】 

24分では，北方向の流

向となり，北方向へ移

動する。 

 

 

 

 

図 5－8 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

25分  【地点 A】 

25 分では，流速が小

さく移動量も小さい。 

 

26分  【地点 A】 

26 分では，25 分と同

じく，流速が小さく移

動量も小さい。 

 

27分  【地点 A】 

27 分では，26 分と同

じく，流速が小さく移

動量も小さい。 

 

 

 

 

図 5－9 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

4.2-添付3-52
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

28分  【地点 A】 

28 分では，27 分と同

じく，流速が小さく移

動量も小さい。 

 

29分  【地点 A】 

29 分では，28 分と同

じく，流速が小さく移

動量も小さい。 

 

30分  【地点 A】 

30 分では，29 分と同

じく，流速が小さく移

動量も小さい。 

 

 

 

 

図 5－10 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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4.5 漂流物による衝突荷重の設定について 
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4.5 漂流物による衝突荷重の設定について 

4.5.1 衝突荷重を考慮する施設・設備の選定 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備のうち，漂流物による衝突

荷重を考慮する施設・設備については，各施設・設備の設置位置を踏まえて，

防波壁及び防波壁通路防波扉に加え，屋外排水路逆止弁前面の集水桝を選定

した。 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の平面位置図を図 4.5.1－1

に，漂流物による衝突荷重を考慮する施設・設備の選定フローを図 4.5.1－2

に，選定結果を表 4.5.1－1 に，選定された施設・設備の設置概念図を図 4.5.1

－3 に示す。 

なお，屋外排水路逆止弁のうち，防波壁よりも陸側に設置及び地中に設置

しているものは漂流物による衝突荷重を考慮しないこととする。 

図 4.5.1－1 漂流物による衝突荷重を考慮する施設・設備 

4.5-1
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図 4.5.1－2 漂流物による衝突荷重を考慮する施設・設備の選定フロー 

表 4.5.1－1 漂流物による衝突荷重を考慮する施設・設備の選定結果 

施設・設備 

防波壁よりも 

海側に設置 

されているか 

入力津波高さ

以深に設置さ

れているか 

地上(海中含む) 

に設置されているか 

評価 

(衝突荷重

の考慮) 

津波

防護

施設 

防波壁 ― 以深 地上，海中 考慮する 

防波壁通路防波扉 ― 以深 
地上 

(下端標高 EL 8.5m) 
考慮する 

流路縮小工（１号機） 敷地側 ― ― 考慮しない 

浸水

防止

設備 

屋外排水路逆止弁 

海側 以深 
地上＊ 

(下端標高 EL 2.8m) 
考慮する 

海側 以深 地中 考慮しない 

敷地側 ― 地中 考慮しない 

取
水
槽

防水壁 敷地側 ― ― 考慮しない 

水密扉 敷地側 ― ― 考慮しない 

床ドレン逆止弁 敷地側 ― ― 考慮しない 

貫通部止水処置 敷地側 ― ― 考慮しない 

隔離弁,ポンプ 

及び配管 
敷地側 ― ― 考慮しない 

タ
ー
ビ
ン
建
物
他

防水壁 敷地側 ― ― 考慮しない 

水密扉 敷地側 ― ― 考慮しない 

床ドレン逆止弁 敷地側 ― ― 考慮しない 

貫通部止水処置 敷地側 ― ― 考慮しない 

隔離弁，配管 敷地側 ― ― 考慮しない 

放水槽 貫通部止水処置 敷地側 ― ― 考慮しない 

津波

監視

設備 

津波監視カメラ 敷地側 ― 
地上 

(下端標高 EL 15.0m) 
考慮しない 

取水槽水位計 敷地側 ― ― 考慮しない 

＊：屋外排水路逆止弁前面の集水桝の評価に考慮する 
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図 4.5.1－3 漂流物による衝突荷重を考慮する施設・設備の設置概念図 

Ｎ

B

B

A A

KEY-PLAN

：防波壁

▽ EL 11.9（入力津波高さ*1）

▽ EL 4.2（入力津波高さ*2 ）

防波壁

▽EL 8.5

埋戻土

▽EL 8.5

防波壁

埋戻土

▽EL 15.0

▽EL 15.0

AーA断面

海側

海側 敷地側

BーB断面

集水桝

▽EL 7.1

▽EL 2.8

漂流物対策工

漂流物対策工

＊1：日本海東縁部に想定される地震による津波
＊2：海域活断層から想定される地震による津波

（単位：m）

屋外排水路

敷地側

屋外排水路逆止弁

▽ EL 4.2（入力津波高さ*2 ）

▽ EL 11.9（入力津波高さ*1）
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4.5.2 津波に関するサイト特性 

(1) 発電所周辺地形の把握 

島根原子力発電所は，島根半島の中央部で日本海に面した位置に立地して

いる。島根原子力発電所の周辺は，東西及び南側を標高 150m 程度の高さの山

に囲まれており，発電所東西の海沿いには漁港がある。島根原子力発電所の

周辺地形について，図 4.5.2－1 に示す。 

 

 

図 4.5.2－1 発電所周辺の地形 

 

 

(2) 敷地及び敷地周辺に来襲する津波の特性（流速及び水位）の把握 

敷地及び敷地周辺に来襲する津波の特性については，「4.1 設計に用いる

遡上波の流速について」及び「4.2.1.1 b. 敷地及び敷地周辺に来襲する津

波の特性の把握」に示すとおりである。 

これらの特性のうち漂流物による衝突荷重の算定及び作用位置の設定に用

いる内容を以下に示す。 
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a. 漂流物による衝突荷重の算定に用いる流速  

(a) 日本海東縁部に想定される地震による津波の最大流速  

日本海東縁部に想定される地震による津波における最大流速は，基準

津波 1により施設護岸港湾外及び港湾内で 9.0m/sが抽出されたことから，

安全側に施設護岸港湾外及び港湾内で 10.0m/s を衝突荷重の算定に用い

る漂流物の衝突速度として設定する。9.0m/s を抽出した基準津波 1 の最

大流速分布図を図 4.5.2－2 及び図 4.5.2－3 に示す。 

また，荷揚場周辺においては，遡上時に最大流速 11.9m/s が抽出され

たことから，遡上する津波の継続時間や流向等を考慮し，荷揚場上に設

置されている漂流物を対象とし，衝突荷重の算定に流速 11.9m/s を用い

る。11.9m/s を抽出した基準津波 1 における荷揚場周辺の最大浸水深分

布及び流速を図 4.5.2－4 に示す。 

 

(b) 海域活断層から想定される地震による津波の最大流速 

海域活断層から想定される地震による津波における最大流速は，基準

津波 4 により施設護岸港湾外で 3.3m/s，施設護岸港湾内で 2.4m/s が抽

出されたことから，安全側に施設護岸港湾外及び港湾内で 4.0m/s を衝突

荷重の算定に用いる漂流速度として設定する。3.3m/s 及び 2.4m/s を抽

出した基準津波 4の最大流速分布図を図 4.5.2－5～図 4.5.2－7に示す。 

 

 

 

  基準津波１（防波堤有り）（南方向） 

図 4.5.2－2 基準津波 1（防波堤有り） 最大流速分布 
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  基準津波１（防波堤無し）（南東方向） 

図 4.5.2－3 基準津波 1（防波堤無し） 最大流速分布 

 

 

 

図 4.5.2－4 基準津波 1（防波堤無し）における荷揚場周辺の 

最大浸水深分布及び流速 
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  基準津波４（防波堤有り）（南西方向） 

図 4.5.2－5 基準津波 4（防波堤有り） 最大流速分布 

 

  基準津波４（防波堤無し）（南東方向） 

図 4.5.2－6 基準津波 4（防波堤無し） 最大流速分布 

 

 

  基準津波４（防波堤無し）（東方向） 

図 4.5.2－7 基準津波 4（防波堤無し） 最大流速分布 
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b. 漂流物による衝突荷重の作用位置の設定に用いる水位 

以下に示す津波の水位に高潮ハザードによる裕度を加えた津波高さを，

漂流物による衝突荷重の鉛直方向の作用位置とする。 

(a) 日本海東縁部に想定される地震による津波の水位 

水位上昇側の最高水位は，基準津波 1（防波堤無し）の EL 11.9m（発

生時刻：約 193 分，潮位 0.58m 及び潮位のばらつき+0.14m を考慮）であ

り，これを漂流物による衝突荷重の作用位置の設定に用いる。遡上域に

おける基準津波 1（防波堤無し）の時刻歴波形を図 4.5.2－8 に示す。 

 

(b) 海域活断層から想定される地震による津波の水位 

水位上昇側の最高水位は，海域活断層上昇側最大ケース（防波堤有り）

の EL 4.2m（発生時刻：約 6分 30秒，潮位 0.58m及び潮位のばらつき+0.14m

を考慮）であり，これを漂流物による衝突荷重の作用位置の設定に用い

る。遡上域における海域活断層上昇側最大ケース（防波堤有り）の時刻

歴波形を図 4.5.2－9 に示す。 

 

 

注＊：灰色の網掛けは評価地点の標高以下の範囲を示す。 

図 4.5.2－8 遡上域における時刻歴波形（基準津波 1，防波堤無し） 

 

注＊：灰色の網掛けは評価地点の標高以下の範囲を示す。 

図 4.5.2－9 遡上域における時刻歴波形（海域活断層上昇側最大ケース，防波堤有り）  
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4.5.3 衝突荷重として考慮する漂流物の選定 

「4.2 漂流物による影響確認について」における，漂流（浮遊）して施設

護岸又は輪谷湾に到達する可能性があると評価した漂流物及び発電所構内陸

域（荷揚場周辺）で滑動する漂流物の配置場所を整理（表 4.5.3－1）した上

で，衝突荷重として考慮する漂流物を選定した。 

 

表 4.5.3－1 施設護岸又は輪谷湾に到達する可能性があると評価した漂流物及び発

電所構内陸域（荷揚場周辺）で滑動する漂流物 

調査対象 漂流物 重量等 考慮する津波＊1 到達形態 

発電所

構内 

海

域 

作業船 総トン数：約 10 トン 海域 浮遊 

漁船 総トン数：約 0.7 トン 東縁，海域 浮遊 

陸

域 

荷揚場詰所 

（壁材（ＡＬＣ版）） 

－ 

（がれき化して漂流） 
東縁 浮遊 

デリッククレーン試験用 

ウエイト 
約 22t 東縁 滑動 

変圧器・ポンプ制御盤 約 0.1t 東縁 滑動 

防舷材 約 1t 東縁 浮遊 

エアコン室外機 約 0.2t 東縁 滑動 

枕木 約 12kg 東縁 浮遊 

Ｈ型鋼 約 0.4t 東縁 滑動 

廃材箱 約 0.9t 東縁 浮遊 

発電所

構外 

海

域 

漁船（500m 以内（操業）） 総トン数：3 トン未満 東縁，海域 浮遊 

漁船（500m 以遠（操業））＊2 総トン数：約 19 トン＊3 東縁，海域 浮遊 

注記＊１：「東縁」は日本海東縁部に想定される地震による津波，「海域」は海域活断層から想定

される地震による津波を表す。 

＊２：4.2 の漂流物評価において施設護岸又は輪谷湾に到達しないと評価しているが，発電所

周辺漁港の漁船であることから抽出。 

＊３：施設護岸から 500m 付近で操業するイカ釣り漁船（総トン数：10 トン）を含む。 

 

(1) 漂流物を考慮する範囲 

漂流物による衝突荷重の設定においては，漂流物の配置場所が重要な要因

となるため，表 4.5.3－1 に示す漂流物について，配置場所の区分を行った。 

日本海東縁部に想定される地震による津波（基準津波１）の流向・流速の

分析の結果，3号北側防波壁から約 50m以内の水深が約 20mの浅い位置で 5m/s

以上の速い流速が確認されたことから，安全側に施設護岸から 500m 以内にあ

る漂流物は津波の第一波により漂流し，施設護岸又は輪谷湾に到達する可能

性があると考え，施設護岸から約 500m 以内の海域を「直近海域」として区分

する。直近海域に区分される漂流物は，発電所構内海域の漂流物，発電所構
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内陸域の漂流（浮遊）する漂流物及び施設護岸から 500m 以内で操業及び航行

する漁船となる。 

施設護岸から 500m 以遠については，日本海東縁部に想定される地震による

津波（基準津波１）の流向・流速の分析の結果，ほとんどの海域において流

速は速くて 2m/s 程度であることから，この範囲にある漂流物は津波の第一波

により漂流し，施設護岸又は到達する可能性は低いと考え，この範囲を「前

面海域」として区分する。前面海域に区分される漂流物は，施設護岸から 500m

以遠で操業及び航行する漁船となる。 

発電所構内陸域（荷揚場周辺）の滑動する漂流物については，滑動して荷

揚場周辺の津波防護施設に到達する可能性があるため，発電所構内陸域（荷

揚場周辺）を「直近陸域」として区分する。 

配置場所の区分を図 4.5.3－1 に示す。また，表 4.5.3－1 の漂流物の配置

場所の区分を整理した結果を表 4.5.3－2 に示す。 

なお，発電所周辺における津波来襲時の流況について考察すると，日本海

東縁部に想定される地震による津波（基準津波１）は最大水位・流速を示す

時間帯が地震発生後約 180 分～200 分であり，海域活断層から想定される地

震による津波（基準津波４）は，最大水位・流速を示す時間帯が地震発生後

約 5 分～7 分である。最大流速は，いずれも施設護岸から 500m 以内の海域で

生じていることから，直近海域からの漂流物の影響が大きくなることが考え

られる。 

 

 

図 4.5.3－1 漂流物を考慮する範囲の区分 

  

片句港

御津港

500m

防波壁

直近陸域

（荷揚場周辺）

前面海域

直近海域
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表 4.5.3－2 漂流物の配置場所の区分結果 

調査対象 到達する漂流物 重量等 
考慮す

る津波 

到達 

形態 
配置場所 

発電所

構内 

海

域 

作業船 総トン数：約 10 トン 海域 浮遊 直近海域 

漁船 総トン数：約 0.7 トン 
東縁 

海域 
浮遊 直近海域 

陸

域 

荷揚場詰所 

（壁材（ＡＬＣ版）） 

－ 

（がれき化して漂流） 
東縁 浮遊 直近海域 

デリッククレーン試験用 

ウエイト 
約 22t 東縁 滑動 直近陸域 

変圧器・ポンプ制御盤 約 0.1t 東縁 滑動 直近陸域 

防舷材 約 1t 東縁 浮遊 直近海域 

エアコン室外機 約 0.2t 東縁 滑動 直近陸域 

枕木 約 12kg 東縁 浮遊 直近海域 

Ｈ型鋼 約 0.4t 東縁 滑動 直近陸域 

廃材箱 約 0.9t 東縁 浮遊 直近海域 

発電所

構外 

海

域 

漁船 

（500m 以内（操業）） 
総トン数：約 3 トン未満 

東縁 

海域 
浮遊 直近海域 

漁船 

（500m 以遠（操業）） 
総トン数：約 19 トン 

東縁 

海域 
浮遊 前面海域 
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(2) 衝突荷重として考慮する漂流物の選定 

(1)の結果を踏まえ，衝突荷重として考慮する漂流物の選定を行う。衝突荷

重として考慮する漂流物は，考慮する津波及び配置場所の区分毎に最も重量

の大きいものを設定する。また，漁船については，操業区域及び航行の不確

かさがあることから，周辺漁港の漁船の最大の総トン数 19 トンの漁船を考慮

する（漁船の不確かさについては添付資料 1 参照）。 

以上より，衝突荷重として考慮する漂流物は，直近海域及び前面海域では

総トン数 19 トンの漁船を，直近陸域ではデリッククレーン試験用ウエイト

（22t）を選定した。衝突荷重として考慮する漂流物及び施設・設備を表 4.5.3

－3 に示す。 

 

表 4.5.3－3 衝突荷重として考慮する漂流物及び施設・設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直近
海域

○ ○ ○ ○ ○

前面
海域

○ ○ ○ ○ ○

直近
海域

○ ― ○ ― ○

前面
海域

○ ― ○ ― ○

デリッククレーン
試験用ウエイト

22.0
コンク
リート

滑動
日本海
東縁

直近
陸域

― ○ ― ○＊ ―

＊：荷揚場周辺の防波壁通路防波扉が対象となる。

衝突する
重量
(t)

材質
対象
津波

到達
形態

漁船
(総トン数19t)

57.0 FRP

日本海
東縁

海域
活断層

浮遊

波返重力
擁壁

防波壁

衝突荷重を考慮する施設・設備

防波壁
通路
防波扉

初期
配置

屋外排水路
逆止弁前面
集水桝

逆T
擁壁

多重鋼管
杭式擁壁
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4.5.4 浮遊状態の漂流物による衝突荷重の算定方法 

浮遊状態の漂流物による衝突荷重の算定方法としては，運動量理論に基づ

く推定式や実験に基づく推定式等を用いた「既往の衝突荷重算定式」による

算定，又は陽解法により解析対象物の大変形挙動を時刻歴で材料非線形性を

考慮した「非線形構造解析（以下「衝突解析」という。）」による算定が考

えられる。 

 

（1）既往の衝突荷重算定式の整理 

既往の衝突荷重算定式では，対象漂流物の種類，仕様，初期配置等により

適用性が異なる。既往の荷重算定式の整理一覧を表 4.5.4－1 に示す。 
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型
実

験
及

び
空

中
衝

突
実

験
に

お
い

て
,流

木
(植

生
林

で
は

な
い

丸
太

)を
被

衝
突

体
の

前
面

(2
.5

m以
内

)に
設

置
し

た
状

態
で

衝
突

さ
せ

て
い

る
。

②
池

野
・

田
中

(2
00

3)
流

木

円
柱

以
外

に
も

角
柱

，
球

の
形

状
を

し
た

木
材

に
よ

る
衝

突
荷

重
を

提
案

し
て

い
る

。

F
H
:漂

流
物

の
衝

突
力

，
S:

係
数

（
5.

0）
，

C
M
A
:見

か
け

の
質

量
係

数
，

V
H
:段

波
速

度
，

D:
漂

流
物

の
代

表
高

さ
，

L:
漂

流
物

の
代

表
長

さ
，

M:
漂

流
物

の
質

量
，

g:
重

力
加

速
度

「
実

験
に

基
づ

く
推

定
式

」
(縮

尺
1/

10
0の

模
型

実
験

)
漂

流
物

の
形

状
:円

柱
,角

柱
,球

　
漂

流
物

重
量

:0
.5

88
N～

29
.7

92
N

受
圧

板
を

陸
上

構
造

物
と

想
定

し
，

衝
突

体
を

受
圧

板
前

面
80

cm
(現

地
換

算
80

m)
離

れ
た

位
置

に
設

置
し

た
状

態
で

衝
突

さ
せ

た
実

験
で

あ
る

。
模

型
縮

尺
(1

/1
00

)を
考

慮
し

た
場

合
，

現
地

換
算

で
直

径
2.

6～
8m

の
仮

定
と

な
る

。

③
道

路
橋

示
方

書
(2

00
2)

流
木

等

橋
(橋

脚
)に

自
動

車
,流

木
あ

る
い

は
船

舶
等

が
衝

突
す

る
場

合
の

衝
突

荷
重

を
定

め
て

い
る

。

P:
衝

突
力

，
W:

流
送

物
の

重
量

，
v:

表
面

流
速

漂
流

物
が

流
下

(漂
流

)し
て

き
た

場
合

に
，

表
面

流
速

(津
波

流
速

)を
与

え
る

こ
と

で
漂

流
流

速
に

対
す

る
荷

重
を

算
定

で
き

る
。

④

津
波

漂
流

物
対

策
施

設
設

計
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
(2

01
4)

船
舶

等

船
舶

の
仮

想
重

量
と

漂
流

物
流

速
か

ら
衝

突
エ

ネ
ル

ギ
ー

を
提

案
し

て
い

る
。

船
の

回
転

に
よ

り
衝

突
エ

ネ
ル

ギ
ー

が
消

費
さ

れ
る

（
1/

4点
衝

突
）

場
合

E:
衝

突
エ

ネ
ル

ギ
ー

，
W:

仮
想

重
量

，
V:

漂
流

物
速

度
，

W
0
:排

水
ト

ン
数

，
W’

:付
加

重
量

，
D:

喫
水

，

L:
横

付
け

の
場

合
は

船
の

長
さ

,縦
付

け
の

場
合

は
船

の
幅

，
γ

w
:海

水
の

単
位

体
積

重
量

，
g:

重
力

加
速

度

「
漁

港
・

漁
場

の
施

設
の

設
計

の
手

引
」

(2
00

3)
に

記
載

さ
れ

て
い

る
，

接
岸

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

算
定

式
に

対
し

，
接

岸
速

度
を

漂
流

物
速

度
と

す
る

こ
と

で
，

衝
突

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

算
定

で
き

る
。

漁
船

の
他

，
車

両
・

流
木

・
コ

ン
テ

ナ
の

衝
突

エ
ネ

ル
ギ

ー
に

対
し

て
，

支
柱

及
び

漂
流

物
捕

捉
ス

ク
リ

ー
ン

の
変

形
で

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

吸
収

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り

，
漂

流
物

の
進

入
を

防
ぐ

た
め

の
津

波
漂

流
物

対
策

施
設

の
設

計
に

適
用

さ
れ

る
式

で
あ

る
。

⑤
FE

MA
(2

01
2)

流
木

コ
ン

テ
ナ

F
i
:衝

突
力

，
u
m
a
x
:最

大
流

速
，

m:
漂

流
物

の
質

量
，

c:
付

加
質

量
係

数
，

k:
漂

流
物

の
有

効
剛

性

「
運

動
方

程
式

に
基

づ
く

衝
突

力
方

程
式

」
非

減
衰

系
の

振
動

方
程

式
に

基
づ

い
て

お
り

，
衝

突
体

及
び

被
衝

突
体

の
両

方
と

も
完

全
弾

性
体

で
，

か
つ

衝
突

時
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
減

衰
が

一
切

考
慮

さ
れ

て
い

な
い

前
提

条
件

で
の

算
定

式
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
衝

突
時

に
塑

性
変

形
を

伴
う

漂
流

物
の

衝
突

荷
重

算
定

で
は

，
個

別
の

漂
流

物
に

対
し

て
，

実
現

象
を

再
現

す
る

よ
う

な
軸

剛
性

を
適

切
に

定
め

る
必

要
が

あ
る

。

⑥
水

谷
ほ

か
(2

00
5)

コ
ン

テ
ナ

漂
流

す
る

コ
ン

テ
ナ

の
衝

突
荷

重
を

提
案

し
て

い
る

。

F
ｍ
:漂

流
衝

突
力

，
dt

:衝
突

時
間

，
η

m
:最

大
遡

上
水

位
，

ρ
w
:水

の
密

度
，

B
c
:コ

ン
テ

ナ
幅

，

V
x
:コ

ン
テ

ナ
の

漂
流

速
度

，
W:

コ
ン

テ
ナ

重
量

，
g:

重
力

加
速

度

「
実

験
に

基
づ

く
推

定
式

」
(縮

尺
1/

75
の

模
型

実
験

)
使

用
コ

ン
テ

ナ
:長

さ
を

20
ft

と
40

ft
，

コ
ン

テ
ナ

重
量

:0
.2

N～
1.

3N
程

度
，

遡
上

流
速

:1
.0

m/
s以

下
，

材
質

:ア
ク

リ
ル

被
衝

突
体

の
直

近
の

エ
プ

ロ
ン

上
に

コ
ン

テ
ナ

を
設

置
し

て
衝

突
力

を
求

め
た

算
定

式
で

あ
る

。
衝

突
体

と
水

塊
が

一
体

と
な

っ
て

衝
突

し
，

衝
突

前
の

運
動

量
が

全
て

力
積

と
し

て
作

用
す

る
も

の
と

し
て

考
え

た
算

定
式

で
あ

り
，

右
辺

の
第

1項
は

付
加

質
量

に
よ

る
荷

重
を

表
し

て
い

る
。

⑦
有

川
ほ

か
(2

00
7,

20
10

)
コ

ン
テ

ナ
流

木

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
に

鋼
製

構
造

物
(コ

ン
テ

ナ
等

)が
漂

流
衝

突
す

る
際

の
衝

突
荷

重
を

提
案

し
て

い
る

。

F:
衝

突
力

，
a:

衝
突

面
半

径
の

1/
2 

(コ
ン

テ
ナ

衝
突

面
の

縦
横

長
さ

の
平

均
の

1/
4)

，
E:

ヤ
ン

グ
率

，
ν

:ポ
ア

ソ
ン

比
，

m:
質

量
，

v:
衝

突
速

度
，

γ
p:

塑
性

に
よ

る
エ

ネ
ル

ギ
ー

減
衰

効
果

mや
kの

添
え

字
は

衝
突

体
と

被
衝

突
体

を
示

す
。

ま
た

，
「

①
松

冨
ほ

か
(1

99
9)

」
に

な
ら

い
，

上
式

に
お

い
て

m＝
C
M
A
m（

C M
A
:サ

ー
ジ

タ
イ

プ
の

1.
7）

と
す

る

こ
と

で
，

流
木

の
コ

ン
ク

リ
ー

ト
版

に
対

す
る

衝
突

力
を

評
価

で
き

る
と

し
て

い
る

。

「
実

験
に

基
づ

く
推

定
式

」
(縮

尺
1/

5の
模

型
実

験
)

使
用

コ
ン

テ
ナ

:長
さ

1.
21

m,
高

さ
0.

52
m,

幅
0.

49
m，

衝
突

速
度

:1
.0

～
2.

5m
/s

程
度

，
材

質
:鋼

製
水

理
模

型
実

験
で

は
，

コ
ン

テ
ナ

を
被

衝
突

体
の

全
面

1.
21

m（
現

地
換

算
6.

05
m）

に
設

置
し

て
衝

突
力

を
求

め
た

算
定

式
で

あ
る

。
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（2）漂流物による衝突荷重の算定方法の選定 

既往の衝突荷重算定式及び衝突解析に対して，「4.5.3 衝突荷重として考

慮する漂流物の選定」において区分した，漂流物の初期配置（「直近海域」，

「前面陸域」及び「直近陸域」）及び適用流速の観点も加えた整理結果を表

4.5.4－2 に示す。 
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表 4.5.4－2 漂流物による衝突荷重算定方法の整理 

No 算定方法 種類 
漂流物の 
初期配置 

適
用
流
速 

適用性 

① 

松冨ほか 
(1999) 

流木 
直近海域 
直近陸域 

衝
突
速
度 

個別の流木(丸太)の種類等に応じて,
実現象を再現できるパラメータを適
切に設定することが可能であれば,直
近陸域又は直近海域からの流木に対
して適用可能と判断する。 

② 

池野・田中 
(2003) 

流木 直近陸域 

段
波
速
度 

流木を対象とした算定式であるが,実
験の模型縮尺(1/100)を考慮すると,
原子力発電所における漂流物衝突事
象への適用は困難と判断する。 

③ 

道路橋示方書 
(2002) 

流木等 前面海域 

表
面
流
速 

漂流物が流下(漂流)して来た場合に,
表面流速(津波流速)を与えることで
漂流流速に対する漂流物荷重を算定
できるため,初期配置が前面海域の漂
流物に対して適用可能と判断する。 

④ 

津波漂流物 
対策施設設計 
ガイドライン 
(2014) 

船舶等 
前面海域 
直近海域 

漂
流
物
速
度 

船舶，車両，流木，コンテナ等の漂流
物を対象としているが，鋼管杭等の支
柱の変形及びワイヤロープの伸びに
より衝突エネルギーを吸収する考え
方であり，弾性設計においての適用は
困難であると判断する。 

⑤ 

FEMA 
(2012) 

流木 
コンテナ 

直近海域 

最
大
流
速 

個別の漂流物に対して,実現象を再現
できるパラメータ(軸剛性等）を適切
に設定することが必要であり,審査中
の先行サイトにおいて初期配置が直
近海域の漂流物（総トン数5tの漁船）
に対して適用した実績があるものの，
総トン数19tの漁船についての適用実
績がなく，軸剛性の設定に課題があ
る。 

⑥ 

水谷ほか 
(2005) 

コンテナ 直近陸域 

漂
流
速
度 

エプロン上にコンテナを設置して衝
突力を求めるという特殊な実験によ
り得られた式であることに留意する
必要はあるが,直近陸域からのコンテ
ナに対して適用可能と判断する。 

⑦ 

有川ほか 
(2007,2010) 

流木 
コンテナ 

直近海域 
直近陸域 

衝
突
速
度 

剛性に係る k 値を適切に定める必要
があり,対象としている種類以外への
適用性がある k 値に係る k1 及び k2
の値が不明であるため,現状は当該式
が対象としている種類(流木，コンテ
ナ)以外への適用は困難と判断する。 
したがって,直近陸域又は直近海域か
らの流木及びコンテナに対して適用
可能と判断する。 

⑧ 衝突解析 
鋼製部材 
FRP製部材 
木材等 

直近陸域
直近海域 

衝
突
速
度 

先行の審査において，竜巻時の車両や
鋼製材の衝突荷重算定の実績を有す
るとともに，審査中の先行サイトにお
いて，津波時の FRP 製船舶の衝突荷重
算定に用いられていることから，適用
可能と判断する。 
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また，「4.5.3 衝突荷重として考慮する漂流物の選定」から，対象漂流物

として選定された FRP 製の漁船及び作業船（以下「船舶」という。）に対す

る，衝突荷重の算定方法を選定する。なお，表 4.5.4－2 の整理結果より，船

舶への適用性が期待できる，既往の衝突荷重算定式の「道路橋示方書（2002）」，

「FEMA（2012）」及び「衝突解析」の中から選定する。 

 

・「道路橋示方書（2002）」の式は，漂流物が流下（漂流）して来た場合に，

表面流速（津波流速）を与えることで漂流流速に対する衝突荷重を算定で

き，新規制基準適合性審査において，初期配置が前面海域の船舶（総トン

数 19t）に対する適用実績がある。 

 

・「FEMA（2012）」の式は，非減衰系の振動方程式に基づき，衝突体及び被

衝突体の両方を完全弾性体とした条件で衝突荷重を評価する。一方，実現

象として，衝突物より剛性の大きい被衝突物へ衝突した際は，衝突物自体

が破壊することによる，衝突エネルギーの減衰効果があるため，衝突時に

塑性変形を伴う漂流物による衝突荷重算定では，個別の漂流物に対して実

現象を再現できるような軸剛性を適切に定める必要がある。新規制基準適

合性審査において初期配置が直近海域の FRP 製漁船（総トン数 5t）に対し

て適用実績があるものの，FRP 製漁船（総トン数 19t）についての適用実績

がなく，軸剛性の設定に課題がある。 

 

・「衝突解析」は，陽解法により解析対象物の大変形挙動を時刻歴で材料非

線形性を考慮した解析が可能であるため，剛性の大きい被衝突物に衝突す

る際の衝突物の材料非線形性を考慮した衝突荷重が算定できる。この衝突

解析については，船舶の詳細な形状，衝突実験等のデータを参照すること

により，既往の衝突荷重の算定式に比べ精度の高い衝突荷重を算定できる。

また，新規制基準適合性審査において，初期配置が直近海域の船舶（総ト

ン数 5t）に対して適用された実績がある。 

 

上記より，前面海域を対象とした船舶においては，「道路橋示方書（2002）」

を衝突荷重の算定方法として選定する。 

直近海域を対象とした船舶については，対象漂流物である船舶の形状調査

を行っており再現精度が高い船舶の解析モデルを作成可能なこと及び衝突解

析による衝突荷重は衝突実験結果を再現できていることから，「衝突解析」

を衝突荷重の算定方法として選定する。なお，船舶の衝突実験に係る知見に

ついては，添付資料２において説明する。 
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4.5.5 滑動状態の漂流物による衝突荷重の算定方法 

陸上を滑動する際の衝突荷重の算定式に関する知見は比較的少ないが，

「FEMA（2019）*1」によれば，滑動状態の衝突に関して「ASCE（2016）*2」に

従うよう記載されており，「ASCE（2016）」の中で，流速 4m/s の条件下で

2,270kg の石材・コンクリート殻が海底を滑動する際の衝突荷重が例示され

ている。 

 

<ASCE（2016）における例示> 

Fi ＝ 36 × Itsu ＝ 36 × 1.25 ＝ 45（kN） 

 ここで，Fi：設計衝突力，Itsu：重要度係数（1.25） 

 

この例示を参考に，初期配置が直近陸域で荷揚場上を滑動状態となる漂流

物のうち，最も重量の大きい「デリッククレーン試験用ウエイト」（以下，

試験用ウエイト）（22.0t）について滑動状態における衝突荷重を算定する。 

 

＊1：FEMA（2019）：Guidelines for Design of Structures for Vertical 

Evacuation from Tsunamis Third Edition, FEMA P-646, Federal 

Emergency Management Agency, 2019 

＊2：ASCE（2016）：Minimum Design Loads and Associated Criteria for 

Buildings and Other Structures, ASCE/SEI Standard 7-16, American 

Society of Civil Engineers, Reston, Virginia 
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4.5.6 漂流物による衝突荷重の算定における設計上の配慮について 

漂流物による衝突荷重の算定において，以下の項目を配慮して設定する。 

 

（1）衝突荷重として考慮する漂流物 

「4.5.3 衝突荷重として考慮する漂流物の選定」より，衝突荷重として考

慮する漂流物は，設計上の配慮として，島根原子力発電所周辺海域で操業す

る漁船の，漁業法の制限等を踏まえた総トン数，操業区域及び航行の不確か

さを考慮した，総トン数 19t の FRP 製の漁船を対象とする。 

 

（2）漂流物による衝突荷重算定用の流向 

漂流物による衝突荷重は，漂流物が被衝突物に対して直交方向に作用する

際に最大となると考えられる。「4.5.2 津波に関するサイト特性」で示した

とおり，被衝突物である防波壁，防波壁通路防波扉及び屋外排水路逆止弁前

面の集水桝での最大流速は，被衝突物に対する直交方向の流向と一致してい

ない箇所も存在する。そのため，設計上の配慮として，被衝突物の法線方向

に対して直交方向に衝突荷重を考慮する。 

 

（3）漂流物による衝突荷重算定用の流速 

漂流物による衝突荷重は，漂流物の衝突速度（流速）の増加に伴い大きく

なるため，設計上の配慮として，衝突荷重の算定に用いる流速は，被衝突物

に対して影響が大きい方向に対する最大流速を漂流物の衝突速度として用い

る。また，津波流速は，「4.5.2 津波に関するサイト特性」で示したとおり，

日本海東縁部に想定される地震による津波（基準津波１）と海域活断層から

想定される地震による津波（基準津波４）に対して，以下の設計上の配慮を

行う。 

日本海東縁部から想定される地震による津波では，被衝突物の法線に対す

る直交方向の最大流速（0.4m/s～9.0m/s）から最大値 9.0m/s を抽出し，津波

防護施設全線にわたり安全側に 10.0m/s とする。 

荷揚場周辺においては，初期配置として荷揚場上に設置されている漂流物

を対象とし，遡上する津波の継続時間や流向等を考慮して 11.9m/s を用いる。 

海域活断層から想定される地震による津波では，被衝突物の法線に対する

直交方向の最大流速（0.1m/s～3.3m/s）から最大値 3.3m/s を抽出し，津波防

護施設全線にわたり安全側に 4.0m/s とする。 
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（4）漂流物による衝突荷重の作用方法 

被衝突物に対する，漂流物による衝突荷重の鉛直方向の作用位置は，「4.5.2 

津波に関するサイト特性」で示したとおり，日本海東縁部から想定される地

震による津波（基準津波１）の入力津波高さ EL 11.9m に高潮ハザードの裕

度を加えた津波高さ EL 12.6m，及び海域活断層から想定される地震による

津波（海域活断層上昇側最大ケース）の入力津波高さ EL 4.2m に高潮ハザー

ドの裕度を加えた津波高さ EL 4.9m を基本とするが，設計上の配慮として，

安全側に各構造物の部位に対して評価が厳しくなる作用位置を設定する。漂

流物が衝突する際は船体幅及び深さに応じた範囲に荷重が分散すると考え

られることを踏まえ，各構造物の評価において安全側となるよう荷重作用方

法を採用する。また，漂流物による衝突荷重の水平方向の作用位置も同様に

安全側に各構造物に対して評価が厳しくなる作用位置を設定する。 

 

（5）漂流物による衝突荷重と津波荷重との重畳 

漂流物による衝突荷重と津波荷重の組合せについて，実際に施設に作用す

る荷重としては，津波による最大荷重と漂流物衝突による最大荷重が同時に

作用する可能性は小さく，「ASCE（2016）」においても漂流物による衝突荷

重と津波荷重の重畳は考慮する必要がないとされているものの，設計上の配

慮として，津波高さに応じた津波荷重と漂流物による衝突荷重を重畳させる。 
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4.5.7 漂流物による衝突荷重の算定 

浮遊状態の漂流物として選定した船舶の衝突荷重は，「4.5.4 浮遊状態の

漂流物による衝突荷重の算定方法」より，島根原子力発電所における衝突荷

重算定の適用性を考慮した上で，漂流物の初期配置が直近海域にある場合の

船舶（総トン数19t）は「衝突解析」により，漂流物の初期配置が前面海域に

ある場合の船舶（総トン数19t）は「道路橋示方書（2002）」により衝突荷重

を算定する。算定方法を含む，漂流物の衝突荷重設定フローを図4.5.7－1に

示す。 

 

 

図 4.5.7－1 漂流物による衝突荷重設定フロー 
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（1）衝突解析による衝突荷重の算定 

a. 検討方針 

船舶は車両やコンテナと比較して，長軸と短軸が明瞭ではあるが，漂流物

となって来襲する際に回転の影響を受け，複雑な挙動となる可能性がある。

一方，既往の衝突荷重の算定式は，長軸である船首方向からの衝突を想定し

ていると考えられるため，衝突解析により３次元ＦＥＭでモデル化した船舶

を用いて，船首方向の衝突に加え，船尾，真横及び斜め 45°（船首，船尾）

からの衝突荷重を算定することで，衝突形態の不確かさを考慮する（詳細を

「d. 解析ケース」に示す）。 

被衝突物は，防波壁等の鉄筋コンクリート構造物であり，衝突に伴う変形

及び移動により衝突エネルギーを吸収することが考えられるが，安全側に変

形及び移動をしない剛壁として，衝突荷重を算定する。 

衝突解析による衝突荷重の算定フローを図 4.5.7－2 に示す。 

 

 

図 4.5.7－2 衝突解析による衝突荷重の算定フロー  

3次元FEMモデル作成

船体構造等

材料特性(FRP)

・ヤング率(曲げ弾性率)
・ポアソン比
・強度
・単位体積重量
・応力-ひずみ関係

衝突形態の不確かさを考慮

・船首衝突,船尾衝突 ⇒ 船体縦軸方向
・真横衝突 ⇒ 船体横軸方向
・斜め船首衝突,斜め船尾衝突 ⇒ 船体軸45°方向

・船体構造 ⇒ 詳細調査等から設定
・船体質量 ⇒ 既往文献から設定
・船体板厚 ⇒ 既往文献から設定

漂流物による衝突荷重の算定

既往文献から設定

衝突解析のケース

津波流速から設定

・日本海東縁部に想定される地震による津波 ⇒ 10m/s
・海域活断層から想定される地震による津波 ⇒ 4m/s

漂流物の衝突速度
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b. 解析コード 

船舶における衝突解析の解析コードは，「LS-DYNA Ver. 971」を用いる。 

 

c. 船舶の３次元ＦＥＭモデル 

衝突解析においては，衝突解析に用いる船舶の船体形状が，衝突荷重に与

える影響が大きいため，３次元ＦＥＭモデルの精緻化が重要となる。そこで，

対象船舶の再現精度の向上を図るために，詳細調査（船体情報に係る資料の

収集及び対象船舶の調査結果）を基に，船舶の３次元ＦＥＭモデルを，シェ

ル要素でモデル化する。対象船舶は，恵曇漁港のイカ釣り漁船（総トン数約

19 トン）とする。 

船舶は海水からの流れの抵抗を低減するために，船体の船首から船尾に向

けて流線形の複雑な形状となっている。そこで，船舶外形の再現精度を向上

させるために，対象船舶に対する巻尺等による測定に加え，３Ｄレーザース

キャナによる３次元測定を行い（図 4.5.7－3），船体外形の３次元点群デー

タを取得し，３次元ＦＥＭモデルの作成に反映した（図 4.5.7－4）。 

また，船体情報に係る資料に記載がなく，かつ測定が不可能な箇所の船体

寸法，船体の板厚，FRP 部材の材料特性については，既往の文献を基に設定

する。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.7－3 ３Ｄレーザースキャナによる計測状況 
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図 4.5.7－4 ３Ｄレーザースキャナによる計測結果（例） 

  

【船首】 

【船尾】 

【船側】 
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（a） 船体構造 

船舶の３次元ＦＥＭモデルの作成にあたり，主要な船体構造寸法及び根

拠を表 4.5.7－1 に示す。また，対象船舶の側面図及び平面図を図 4.5.7－

5 に，衝突解析用３次元ＦＥＭモデルを図 4.5.7－6 に，隔壁及び船尾の船

体面積を図 4.5.7－7 に示す。なお，甲板上のブリッジ及び船体内の機関部

はモデル化をしないが，船体質量として考慮する。 

 

表 4.5.7－1 主要な船体構造寸法及び根拠 

項目 値 根拠 

全長（m） 24.72  対象船舶の測定結果 

全幅（m） 5.20  対象船舶の測定結果 

計画最大 
満載喫水（m） 

2.20  
「津波漂流物対策施設設計ガイドライン（2014）」 
総トン数（G.T.）20t 漁船の喫水の最大値を採用  

質量 
（t） 

57.0  
「津波漂流物対策施設設計ガイドライン（2014）」 
漁船質量＝総トン数×3 倍＝19.0×3＝57.0 

登録長さ（m） 19.40  対象船舶の船舶検査手帳 

登録幅（m） 4.42  対象船舶の船舶検査手帳 

登録深さ（m） 1.85  対象船舶の船舶検査手帳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.7－5 対象船舶の側面図及び平面図  

全長 

全
幅

 

【側面図】 

【平面図】 
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図 4.5.7－6 衝突解析用３次元ＦＥＭモデル  

【船体平面（上面）】 

【船体全体図】 

甲板 
（船首･船尾以外） 

甲板 
（船首･船尾部） 

甲板（船首･船尾以外） 甲板（船首･船尾部） 

船側外板 
（船首･船尾部） 

甲板（船首･船尾部） 

船側外板 
（船首･船尾以外） 

【船体正面（船首）】 

隔壁 
（船首･船尾以外） 

【船体後面（船尾）】 

船側外板 
（船首･船尾部） 

船側外板 
（船首･船尾部） 

隔壁 
（船首･船尾以外） 

隔壁 
（船首･船尾部） 

竜骨 

船側外板 
（船首･船尾部） 

バルバス・バウ 

機関部（エンジン） 
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図 4.5.7－7 隔壁及び船尾の船体面積 
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（b） 船体板厚 

船舶の３次元ＦＥＭモデルの作成にあたり，船体板厚の設定結果を表

4.5.7－2 及び図 4.5.7－8 に示す。 

 

表 4.5.7－2 船体板厚の設定 

板厚 t 引用文献等を基にした設定・算定根拠  
引用文献 
算定値 
(mm) 

採用値 
(mm) 

船
首
・
船
尾 

船側外板 
隔壁 
甲板 

「強化プラスチック船規則（2018，日本海事協会）」 
 【板厚算定式】 
  ｔ＝15 × s ×（d ＋ 0.026 × L）1／2 × 
0.85 
   s：肋骨の心距＝0.5m 
   d：計画最大満載喫水＝2.20m 
   L：登録長さ＝19.40m 
・引用文献の算定値に対して，縦,横肋骨のモデル 
簡略化の観点から板厚の割増しを行う 

10.48 12.00 

船
首
・
船
尾
以
外 

船側外板 
隔壁 
甲板 
竜骨 

「強化プラスチック船規則（2018，日本海事協会）」 
 【板厚算定式】 
  ｔ＝15 × s ×（d ＋ 0.026 × L）1／2 
   s：肋骨の心距＝0.5m 
   d：計画最大満載喫水＝2.20m 
   L：登録長さ＝19.40m 
・引用文献の算定値に対して，縦,横肋骨のモデル 
簡略化の観点から板厚の割増しを行う 

12.33 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.7－8 船体板厚の設定  
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（c） 材料特性 

本解析に用いる，FRP の材料特性の設定結果を表 4.5.7－3 に示す。 

 

表 4.5.7－3 FRP の材料特性の設定結果 

項目 引用文献 
引用 
文献値 

採用値 

ヤング率 
(曲げ弾性率) 

「強化プラスチック船規則検査要領（日本海事
協会，2018）」の曲げ弾性係数の判定基準値  

11,780 
（N/mm2） 12 

（GPa） 「漁港・漁場の施設の設計参考図書（水産庁，2
015）」の曲げ弾性係数の値 

9～12 
（GPa） 

ポアソン比 

「非金属データブック プラスチック・FRP・ゴム・
接着剤・塗料・木材及び木質材料・セラミックス
［改訂2版］（1985）」のハンドレイアップ用ガラス
繊維基材のGRPとしての力学的特性値（標準） 

0.336 
【0.32～
0.358】 

0.358 

強度 
「漁港・漁場の施設の設計参考図書（水産庁，2
015）」の圧縮強度の値 

100～200 
（MPa） 

200 
（MPa） 

単位体積 
重量 

「漁港・漁場の施設の設計参考図書（水産庁，2
015）」のFRPの成型法と工学的特性値の例にお
ける，ハンドレイアップの値  

1.5～1.6 
（t/m3） 

1.6 
（t/m3） 

 

【応力－ひずみ関係】 

「FRP 成形入門講座（日本プラスチック加工技術協会）」によれば，「FRP

材料は金属材料と異なり，はっきりとした降伏点を示さず，破壊寸前まで

はほぼ弾性変形を示し，その応力-ひずみ曲線は図のようになり，弾性吸収

エネルギーが非常に大きいことが特徴で，外力の吸収が金属材料に比較し

て大きいため，FRP 材料で作られた構造物は与えられるショックが小さい。」

ことが示されている（図 4.5.7－9）。よって，FRP 材料は靭性が小さく，

脆性的な破壊形態であると考えられるため，解析に用いる FRP 材料の応力

－ひずみ関係は，発生応力が強度に達した後（降伏以降）に，シェル要素

を削除する設定とした（図 4.5.7－10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 4.5.7－9 FRP の応力-ひずみ曲線 図 4.5.7－10 解析に用いる FRP の 
        応力-ひずみ関係 
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（d） 船体質量 

船舶の３次元ＦＥＭモデルの作成にあたり，船体質量は「津波漂流物対

策施設設計ガイドライン（2014）」より，総トン数 19t の３倍である 57t

とする。ただし，３次元ＦＥＭモデルを作成する船殻（船側，外板，甲板，

隔壁及び竜骨）の質量は約 8.7t となり，船体質量 57t の残り質量は艤装重

量や漁獲物等のため船首・船尾以外の船殻に付加質量として考慮する。 

 

  

4.5-31

685



 

 

d. 解析ケース 

船舶の衝突形態の整理にあたり，船舶は長軸と短軸が明瞭ではあるが，漂

流物となって来襲する際に，回転の影響を受けて複雑な挙動となる可能性が

ある。既往の文献として，「構造物の衝撃挙動と設計法（(社）土木学会,1994)

（以下，「土木学会（1994）」という）」と「津波漂流物対策施設設計ガイ

ドライン（2014）」に以下の記載がある。 

 

・「土木学会（1994）」によれば，実験の結果から，漂流船の衝突は図 4.5.7

－11 に示すような衝突形態が想定されるとしており，「航路直角面への

正面衝突は，海洋構造物近傍の潮流の Shear-flow による船体の漂流方向

の変更，並びに風による船体の横向き漂流現象によりあまりあり得ない。」

とし，「一番頻度の高い衝突形態は，海洋構造物の隅角部への船首，船側

及び船尾の衝突である。」としている。 

・「津波漂流物対策施設設計ガイドライン（2014）」によれば，「土木学会

（1994)」と同じ衝突形態の図（図 4.5.7－11 と同じ）を示しており，衝

突形態③は船の回転によりエネルギーが消費されるため，衝突形態①の半

分の衝突エネルギーであるとし，衝突形態②は衝突形態①又は衝突形態③

と同じ衝突エネルギーであるとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.7－11 漂流による衝突形態（「土木学会（1994)」に一部加筆) 

 

  

衝突形態① 

衝突形態② 

衝突形態③ 
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衝突パターンと衝突形態の整理の結果，「船首，船尾及び真横方向」から

衝突するケースでは，剛壁に対して船体１箇所で衝突が生じるが，「船首斜

め及び船尾斜め方向」から衝突するケースでは，船体の２箇所以上で衝突が

生じ，衝突荷重が分散されることにより，前者の船体 1 箇所で衝突するケー

スに衝突荷重が包絡される事象であると考えられる。「Ikeno et al（2016）」

では木材（丸太）の気中衝突実験を行っており，縦衝突に対して斜め衝突に

した場合に衝突力は減少することが示されており，特に衝突角度 20 度を超え

た場合には最大で半分程度の衝突力になることが示されている。 

「土木学会（1994）」で示されている衝突形態の被衝突体はケーソンであ

るが，評価対象構造物は津波来襲方向に直行方向を堰き止める方向にあるこ

とから，来襲した津波は跳ね返され，その反射波の影響により漂流速度は低

減する。本検討では安全側に衝突速度が減速しないと仮定した場合において，

衝突形態の影響（不確かさ）を確認するため，「船首，船尾，真横，斜め船

首，及び斜め船尾方向」の 5 ケースの衝突解析を実施する。なお，衝突速度

は「4.5.6（3）漂流物による衝突荷重算定用の流速」より，10m/s と 4m/s の

2 ケース実施する（表 4.5.7－4，図 4.5.7－12）。 

次に，船舶の衝突時のトリム（船首と船尾の喫水差）については，船舶が

津波に押されてトリムが上がった状態（船首が上がった状態）で衝突すると

想定される。ただし，トリムが上がった状態では船舶の重心位置と衝突位置

の関係から，衝突後に船舶がさらに上向きになり，衝突荷重が小さくなると

考えられるため，安全側に船舶の重心位置と衝突位置が水平となるように設

定する。 
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表 4.5.7－4 衝突形態と解析ケース一覧 

ケース 衝突形態 流速 ケース 衝突形態 流速 

① 船首方向 

10m/s 

⑥ 船首方向 

4m/s 

② 船尾方向 ⑦ 船尾方向 

③ 真横方向 ⑧ 真横方向 

④ 船首斜め方向 ⑨ 船首斜め方向 

⑤ 船尾斜め方向 ⑩ 船尾斜め方向 

 

 

 

 

図 4.5.7－12 衝突解析の解析ケースと衝突イメージ  
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e. 解析結果（衝突速度：10m/s） 

（a） ケース①（船首衝突） 

ケース①（船首衝突）の衝突解析結果として，図 4.5.7－13 に衝突状況，

図 4.5.7－14 に衝突荷重の時刻歴，及び機関部(エンジン部)における速度

の時刻歴を示す。解析結果のまとめを以下に示す。 

・衝突荷重は，船首の破壊に伴い大きくなり，隔壁②衝突時（約 0.42

秒）で最大となる衝突荷重 1,676kN が作用することを確認した。 

・速度については，衝突直後から速度低下を確認するとともに，解析状

況より機関部までは破損しないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.7－13 ケース①衝突状況 

  

衝突前

衝突後隔壁②衝突

衝突後隔壁③衝突

衝突後 1.0秒後

剛壁

隔壁②隔壁③
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図 4.5.7－14 ケース①衝突荷重及び機関部における速度の時刻歴 

  

隔壁②衝突(1,676kN) 

【ケース①：衝突解析の時刻歴】 

隔壁③衝突(1,313kN) 

速度出力点位置

【ケース①：機関部における速度の時刻歴】 
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（b） ケース②（船尾衝突） 

ケース②（船尾衝突）の解析結果として，図 4.5.7－15 に衝突状況，図

4.5.7－16 に衝突荷重の時刻歴，及び機関部における速度の時刻歴を示す。

解析結果のまとめを以下に示す。 

・衝突荷重は，船尾の破壊に伴い大きくなり，船尾船体②衝突時（0.11

秒）で最大となる衝突荷重 1,585kN が作用することを確認した。また，

ケース①の衝突荷重（1,676kN）と比較して有意な差はなく，同等の

衝突荷重が作用することを確認した。 

・速度については，衝突直後から速度が低下することを確認した。一方，

解析状況より機関部まで船体が破損する可能性があり，機関部に破壊

が到達する際の最大速度は約 6.3m/s となることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.7－15 ケース②衝突状況  

衝突前

衝突後隔壁⑪衝突

衝突後 0.85秒後

衝突後船体①衝突

剛壁

隔壁⑪
船尾
船体②
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図 4.5.7－16 ケース②衝突荷重及び機関部における速度の時刻歴 

  

船尾船体②衝突(1,585kN) 

隔壁⑪衝突(1,448kN) 

速度出力点位置

【ケース②：機関部における速度の時刻歴】 

【ケース②：衝突解析の時刻歴】 

6.25m/s 

 

機関部位置衝突時間(想定) 
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（c） ケース③（真横衝突） 

ケース③の真横衝突時では，船舶長さ（約 25m）全体で剛壁に衝突荷重

が作用しており，おおむね船舶長さに対する分布荷重となることを確認し

た。そのため，衝突荷重の整理においては，剛壁 25m 当たり及び剛壁 1m

当たりにおける解析結果を示す。 

ケース③（真横衝突）の解析結果として，図 4.5.7－17 に衝突状況，図

4.5.7－18 に剛壁 25m 当たりの衝突荷重の時刻歴と機関部における速度の

時刻歴，及び図 4.5.7－19 に剛壁１m 当たりの衝突荷重の時刻歴を示す。

解析結果のまとめを以下に示す。 

・剛壁 25m 当たりの衝突荷重は，船体側面の破壊に伴い大きくなり，最

大で 4,575kN（0.04 秒）の衝突荷重が作用することを確認した。なお，

剛壁１m 当たりの衝突荷重も同様に，船体側面の破壊に伴い大きくな

り，隔壁⑩付近において最大で 545kN（0.07 秒）の衝突荷重が作用す

ることを確認した。また，真横衝突時は，その他の衝突形態（衝突方

向）で発生する荷重の作用時間（約 1.3 秒）に比べて，極めて作用時

間が短い（約 0.3 秒）ことを確認した。 

・速度については，衝突直後から速度が低下することを確認した。一方

，ケース②（船尾方向）と同様に解析状況より，機関部まで船体が破

損する可能性があり，機関部に破壊が到達する際の最大速度は約

5.1m/sとなることを確認した。 
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図 4.5.7－17 ケース③衝突状況 

  

①

②

衝突前 衝突後①衝突 衝突後②衝突

衝突後 0.2秒後衝突後 0.15秒後

衝突後 0.24秒後（下面視）

衝突後 0.24秒後

衝突後 0.24秒後（上面視）

隔壁⑩

隔壁⑩
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図 4.5.7－18 ケース③衝突荷重及び機関部における速度の時刻歴  

4,575kN 

速度出力点位置

【ケース③：衝突解析の時刻歴（25m）】 

機関部位置衝突時間(想定) 

 
5.03m/s 

 

【ケース③：機関部における速度の時刻歴（25m）】 

隔壁①

隔壁②

隔壁③隔壁④

隔壁⑤
隔壁⑥

隔壁⑦
隔壁⑧
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隔壁⑪
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図 4.5.7－19（1） ケース③衝突荷重の時刻歴（1m 当たり）  
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図 4.5.7－19（2） ケース③衝突荷重の時刻歴（1m 当たり）  
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図 4.5.7－19（3） ケース③衝突荷重の時刻歴（1m 当たり）  
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図 4.5.7－19（4） ケース③衝突荷重の時刻歴（1m 当たり）  

545kN(最大値) 
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（d） ケース④（船首斜め衝突） 

ケース④の船首斜め衝突時の解析結果として，図 4.5.7－20 に衝突状況，

図 4.5.7－21 に衝突荷重の時刻歴，及び機関部における速度の時刻歴を示

す。解析結果のまとめを以下に示す。 

・衝突荷重は，船首の破壊に伴い大きくなり，隔壁③衝突時（0.65 秒）

で最大となる衝突荷重 793kN が作用した後に，船尾が剛壁に対して平

行となる方向に回転し，船体側面衝突時（2.26 秒）で 338kN の衝突

荷重が作用することを確認した。 

・速度については，衝突直後から速度低下を確認するとともに，ケース

①（船首方向）と同様に解析状況より，機関部までは破損しないこと

を確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.7－20 ケース④衝突状況  

衝突後隔壁②衝突 衝突後隔壁③衝突

衝突後 1.5秒後

衝突前

衝突後 2.2秒後

隔壁②
隔壁③

隔壁②

隔壁③
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図 4.5.7－21 ケース④衝突荷重及び機関部における速度の時刻歴 

  

【ケース④：機関部における速度の時刻歴】 

速度出力点位置

隔壁③衝突(793kN) 

【ケース④：衝突解析の時刻歴】 

側面衝突(338kN) 

隔壁②衝突(542kN) 
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（e） ケース⑤（船尾斜め衝突） 

ケース⑤の船首斜め衝突時の解析結果として，図 4.5.7－22 に衝突状況，

図 4.5.7－23 に衝突荷重の時刻歴，及び機関部における速度の時刻歴を示

す。解析結果のまとめを以下に示す。 

・衝突荷重は，船尾の破壊に伴い大きくなり，隔壁⑪衝突時（0.62 秒）

で最大となる衝突荷重 656kN が作用した後に，ケース④と同様に船首

が剛壁に対して平行となる方向に回転し，船体側面衝突時（2.46 秒）

で約 300kN の衝突荷重が作用することを確認した。また，ケース④の

衝突荷重（793kN）と比較して有意な差はなく，同等の衝突荷重が作

用することを確認した。 

・速度については，衝突直後から速度が低下することを確認した。一方，

ケース②，③（船尾，真横方向）と同様に解析状況より，機関部まで

船体が破損する可能性があり，機関部に破壊が到達する際の最大速度

は進行方向で約 7.8m/s，剛壁に向かう方向（剛壁直角方向）で約

4.2m/s となることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.7－22 ケース⑤衝突状況  

衝突後隔壁⑪衝突 衝突後隔壁⑩衝突

衝突後 2.1秒後

衝突前

衝突後 2.5秒後

隔壁⑪ 隔壁⑩

隔壁⑪

隔壁⑩

4.5-48

702



 

 

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60

荷
重
(k
N
)

時間(sec)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60

速
度
(m

/s
)

時間(sec)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(a) 進行方向 

図 4.5.7－23（1） ケース⑤衝突荷重及び機関部における速度の時刻歴 

  

速度出力点位置

【ケース⑤：機関部における速度の時刻歴（進行方向）】 

【ケース⑤：衝突解析の時刻歴】 

側面衝突(244kN) 

7.76m/s 

 

隔壁⑪衝突(656kN) 

隔壁⑩衝突(598kN) 

機関部位置 
衝突時間(想定) 
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(b) 剛壁直交方向 

図 4.5.7－23（2） ケース⑤衝突荷重及び機関部における速度の時刻歴 

 

  

速度出力点位置

【ケース⑤：機関部における速度の時刻歴（剛壁直交方向）】 

機関部位置 
衝突時間(想定) 4.14m/s 
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（f） まとめ（衝突速度 10m/s） 

ケース①～⑤の最大となる衝突荷重と発生時刻を表 4.5.7－5 に示す。 

表 4.5.7－5 の各ケースの最大衝突荷重から，衝突荷重はケース③（真横

衝突）の 4,575kN が最大となる。また，その他の衝突形態のうち，衝突荷

重が最大となるのはケース①（船首衝突）の 1,676kN が最大となる。 

ここで，ケース③（真横衝突）の載荷幅は船長 25m，ケース①（船首衝

突）の載荷幅は船幅 5.0m と異なることから，比較のため単位幅当たりの衝

突荷重に換算するとケース③（真横衝突）は 183kN/m，ケース①（船首衝

突）は 335kN/m となる。図 4.5.7－24 に示した，全ケースの単位幅当たり

の衝突荷重の時刻歴から，ケース①（船首衝突）の 335kN/m が最大となる。

単位幅当たりの衝突荷重の時刻歴を図 4.5.7－24 に示す。 

 

表 4.5.7－5 最大衝突荷重と発生時刻まとめ（ケース①～⑤） 

ケース 衝突形態 
最大衝突荷重(kN) 

【単位幅当たりの衝突荷重（kN/m）】 
最大衝突荷重 
発生時刻(s) 

① 船首 
1,676 

【335】 
0.42 

② 船尾 
1,585 

【317】 
0.11 

③ 真横(25m) 
4,575 

【183】 
0.04 

④ 斜め船首 
793 

【158】 
0.65 

⑤ 斜め船尾 
656 

【131】 
0.62 

 

なお，衝突解析は気中衝突を模擬しているため，付加質量の影響を考慮

する必要があるが，「4.5.6（5）漂流物による衝突荷重と津波荷重との重

畳」で示したとおり，衝突荷重と津波による荷重（津波高さに応じた波力）

は重畳させる方針であり，付加質量の影響は津波による荷重に含まれるた

め，衝突解析の結果では考慮しない。 

以上のことから，衝突形態の影響確認として実施した衝突解析の結果，

施設評価において安全側となる衝突荷重は，ケース①（船首衝突）の

1,676kN であり，この衝突荷重を集中荷重として考慮する（詳細を添付資

料 2 に示す）。 

また，この衝突荷重は，瞬間的な最大荷重を静的な衝突荷重として考慮

すること及び衝突直前の反射波による減速を考慮しないことの保守性を有

している。  
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図 4.5.7－24 衝突荷重の時刻歴まとめ（ケース①～⑤） 
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f. 解析結果（衝突速度：4m/s） 

（a） ケース⑥（船首衝突） 

ケース⑥（船首衝突）の衝突解析結果として，図 4.5.7－25 に衝突状況，

図 4.5.7－26 に衝突荷重の時刻歴，及び機関部における速度の時刻歴を示

す。解析結果のまとめを以下に示す。 

・衝突荷重は，船首の破壊に伴い大きくなり，隔壁②衝突時（1.11 秒）

で最大となる 688kN の衝突荷重が作用することを確認した。 

・速度については，衝突直後から速度低下を確認するとともに，解析状

況より機関部までは破損しないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.7－25 ケース⑥衝突状況  

衝突前

衝突後バルバス・バウ衝突

衝突後隔壁②衝突

衝突後 2.0秒後

剛壁

隔壁②

ﾊﾞﾙﾊﾞｽ・ﾊﾞｳ
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図 4.5.7－26 ケース⑥衝突荷重及び機関部における速度の時刻歴 
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（b） ケース⑦（船尾衝突） 

ケース⑦（船尾衝突時）の解析結果として，図 4.5.7－27 に衝突状況，

図 4.5.7－28 に衝突荷重の時刻歴，及び機関部における速度の時刻歴を示

す。解析結果のまとめを以下に示す。 

・衝突荷重は，船尾の破壊に伴い大きくなり，隔壁⑪衝突時（1.17 秒）

で最大となる 631kN の衝突荷重が作用することを確認した。また，ケ

ース⑥の衝突荷重（688kN）と比較して有意な差はなく，同等の衝突

荷重が作用することを確認した。 

・速度については，衝突直後から速度低下を確認するとともに，ケース

⑥と同様に解析状況より，機関部までは破損しないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.7－27 ケース⑦衝突状況  

衝突前

衝突後隔壁⑪衝突

衝突後船尾船体①衝突

衝突後 2.0秒後

剛壁

隔壁⑪
船尾

船体②
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図 4.5.7－28 ケース⑦衝突荷重及び機関部における速度の時刻歴 

 

 

  

隔壁②衝突(631kN) 

速度出力点位置

【ケース⑦：衝突解析の時刻歴】 

【ケース⑦：機関部における速度の時刻歴】 

船尾船体②衝突(405kN) 
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（c） ケース⑧（真横衝突） 

ケース⑧の真横衝突時では，ケース③と同様に船舶長さ（約 25m）全体

で剛壁に衝突荷重が作用しており，おおむね船舶長さに対する分布荷重と

なることを確認した。そのため，衝突荷重においては，剛壁 25m 当たり及

び剛壁 1m 当たりにおける解析結果を示す。 

ケース⑧（真横衝突）の解析結果として，図 4.5.7－29 に衝突状況，図

4.5.7－30 に剛壁 25m 当たりの衝突荷重の時刻歴と機関部における速度の

時刻歴，及び図 4.5.7－31 に剛壁１m 当たりの衝突荷重の時刻歴を示す。

解析結果を以下に示す。 

・剛壁 25m 当たりの衝突荷重は，船体側面の破壊に伴い大きくなり，最

大で 2,252kN（0.10 秒）の衝突荷重が作用することを確認した。なお，

剛壁１m 当たりの衝突荷重は，25m 当たりと同様に船体側面の破壊に

伴い大きくなり，隔壁⑤付近において最大で 349kN（0.09 秒）の衝突

荷重が作用することを確認した。また，真横衝突時は，その他の衝突

形態（衝突方向）で発生する荷重の作用時間（約 1.80 秒）に比べて，

極めて作用時間が短い（約 0.30 秒）ことを確認した。 

・速度については，衝突直後から速度低下を確認するとともに，ケース

⑥，⑦と同様に解析状況より，機関部までは破損しないことを確認し

た。 
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図 4.5.7－29 ケース⑧衝突状況 

  

①

衝突前 衝突後①衝突

衝突後 0.3秒後衝突後 0.2秒後

衝突後 0.5秒後（下面視）

衝突後 0.5秒後

衝突後 0.5秒後（上面視）

衝突後 0.13秒後

隔壁⑤
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図 4.5.7－30 ケース⑧衝突荷重及び機関部における速度の時刻歴  

隔壁①

隔壁②

隔壁③隔壁④

隔壁⑤
隔壁⑥

隔壁⑦
隔壁⑧

隔壁⑨

隔壁⑩

隔壁⑪

2,252kN 

【ケース⑧：衝突解析の時刻歴（25m）】 

速度出力点位置

【ケース⑧：機関部における速度の時刻歴（25m）】 
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図 4.5.7－31（1） ケース⑧衝突荷重の時刻歴（1m 当たり）  
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図 4.5.7－31（2） ケース⑧衝突荷重の時刻歴（1m 当たり）  
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図 4.5.7－31（3） ケース⑧衝突荷重の時刻歴（1m 当たり）  
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図 4.5.7－31（4） ケース⑧衝突荷重の時刻歴（1m 当たり） 
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衝突後バルバス・バウ衝突 衝突後隔壁②衝突

衝突後 2.5秒後

衝突前

隔壁②
バルバス・バウ

隔壁②

（d） ケース⑨（船首斜め衝突） 

ケース⑨の船首斜め衝突時の解析結果として，図 4.5.7－32 に衝突状況，

図 4.5.7－33 に衝突荷重の時刻歴，及び機関部における速度の時刻歴を示

す。解析結果のまとめを以下に示す。 

・衝突荷重は，船首の破壊に伴い大きくなり，隔壁②衝突時（0.78 秒）

で最大となる 381kN の衝突荷重が作用した後に，ケース④と同様に船

尾が剛壁に対して平行となる方向に回転することを確認した。 

・速度については，衝突直後から速度低下を確認するとともに，ケース

⑥～⑧と同様に解析状況より，機関部までは破損しないことを確認し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.7－32 ケース⑨衝突状況  

4.5-64

718



 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

荷
重
(k
N
)

時間(sec)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

速
度
(m

/s
)

時間(sec)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図 4.5.7－33 ケース⑨衝突荷重及び機関部における速度の時刻歴 

  

隔壁②衝突(381kN) 

【ケース⑨：衝突解析の時刻歴】 

【ケース⑨：機関部における速度の時刻歴】 

速度出力点位置

バルバス・バウ 
衝突(240kN) 
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衝突後船尾船体③衝突 衝突後隔壁⑪衝突

衝突後 2.9秒後

衝突前

隔壁⑪

船尾船体③

（e） ケース⑩（船尾斜め衝突） 

ケース⑩の船首斜め衝突時の解析結果として，図 4.5.7－34 に衝突状況，

図 4.5.7－35 に衝突荷重の時刻歴，及び機関部における速度と時刻歴を示

す。解析結果のまとめを以下に示す。 

・衝突荷重は，船首の破壊に伴い大きくなり，隔壁⑪衝突時（1.57 秒）

で最大となる 288kN の衝突荷重が作用した後に，ケース⑨と同様に船

首が剛壁に対して平行となる方向に回転することを確認した。 

・速度については，衝突直後から速度低下を確認するとともに，ケース

⑥～⑨と同様に解析状況より，機関部までは破損しないことを確認し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.7－34 ケース⑩衝突状況  
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図 4.5.7－35（1） ケース⑩衝突荷重及び機関部における速度の時刻歴 

  

【ケース⑩：機関部における速度の時刻歴（進行方向）】 

隔壁②衝突(288kN) 

速度出力点位置

【ケース⑩：衝突解析の時刻歴】 

船尾船体③衝突(231kN) 
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図 4.5.7－35（2） ケース⑩衝突荷重及び機関部における速度の時刻歴 

 

 

  

【ケース⑩：機関部における速度の時刻歴（剛壁直交方向）】 
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（f） まとめ（衝突速度 4m/s） 

ケース⑥～⑩の最大となる衝突荷重と発生時刻を表 4.5.7－6 に示す。 

表 4.5.7－6 の各ケースの最大衝突荷重から，衝突荷重はケース⑧（真横

衝突）の 2,252kN が最大となる。また，その他の衝突形態のうち，衝突荷

重が最大となるのはケース⑥（船首衝突）の 688kN が最大となる。 

ここで，ケース⑧（真横衝突）の載荷幅は船長 25m，ケース⑥（船首衝

突）の載荷幅は船幅 5.0m と異なることから，比較のため単位幅当たりの衝

突荷重に換算するとケース⑧（真横衝突）は 90kN/m，ケース⑥（船首衝突）

は 138kN/m となる。図 4.5.7－36 に示した，全ケースの単位幅当たりの衝

突荷重の時刻歴から，ケース⑥（船首衝突）の 138kN/m が最大となる。 

 

表 4.5.7－6 瞬間最大荷重と発生時刻まとめ（ケース⑥～⑩） 

ケース 衝突形態 
最大衝突荷重(kN) 

【単位幅当たりの衝突荷重（kN/m）】 
最大衝突荷重 
発生時刻(s) 

⑥ 船首 
688 

【138】 
0.42 

⑦ 船尾 
631 

【126】 
0.11 

⑧ 真横(25m) 
2,252 
【90】 

0.04 

⑨ 斜め船首 
381 

【76】 
0.65 

⑩ 斜め船尾 
288 

【58】 
0.62 

 

 

なお，付加質量については，「e. 解析結果（衝突速度：10m/s）」で示

したとおり，衝突荷重と津波による荷重（津波高さに応じた波力）は重畳

させる方針であり，付加質量の影響は津波による荷重に含まれるため，衝

突解析の結果では考慮しない。 

以上のことから，衝突形態の影響確認として実施した衝突解析の結果，

施設評価における安全側となる衝突荷重は，ケース⑥（船首衝突）で 688kN

であり，この衝突荷重を集中荷重として考慮する。 

また，この衝突荷重は，瞬間的な最大荷重を静的な衝突荷重として考慮

すること及び衝突直前の反射波による減速を考慮しないことの保守性を有

している。 
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図 4.5.7－36 衝突荷重の時刻歴まとめ（ケース⑥～⑩） 
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g. 衝突解析による衝突荷重のまとめ 

「e. 解析結果（衝突速度：10m/s）」及び「f. 解析結果（衝突速度：4m/s）」

の結果より，最大衝突荷重のまとめを表 4.5.7－7 に示す。 

漂流物による衝突荷重が最大となる衝突形態は，単位幅当たりの衝突荷重

比較により最大となる船首衝突となり，最大衝突荷重は衝突速度 10m/s に対

して 1,676kN，衝突速度 4m/s に対して 688kN となる。 

なお，機関部は鋼製であり，FRP 製である船殻より剛性は高いが，機関部

の重量は 4t であり，船体全体の重量 57t に対して占める割合が 10％以下で

あること，機関部の衝突する可能性がある場合の衝突速度が初速度に対して

6 割程度に減速されていること，及び衝突解析における船舶モデルの重量に

機関部の重量を含めていることから，表 4.5.7-7 に記載した最大衝突荷重に

包絡されていると考える。機関部に関する検討結果を参考資料 1 に示す。参

考資料 1 に示すとおり，衝突解析により機関部が衝突することを確認した上

で，既往の衝突荷重算定式により衝突荷重を算定した結果，いずれの手法に

よっても船殻の衝突荷重を上回らないことを確認した。 

 

表 4.5.7－7 最大衝突荷重のまとめ 

衝突形態 

最大衝突荷重(kN) 

【単位幅当たりの衝突荷重（kN/m）】 

ケース 10m/s ケース 4m/s 

船首 ① 
1,676 

【335】 
⑥ 

688 
【138】 

船尾 ② 
1,585 

【317】 
⑦ 

631 
【126】 

真横(25m) ③ 
4,575 

【183】 
⑧ 

2,252 
【90】 

斜め船首 ④ 
793 

【158】 
⑨ 

381 
【76】 

斜め船尾 ⑤ 
656 

【131】 
⑩ 

288 
【58】 

 

 

 

  

4.5-71

725



 

 

（２）滑動状態の漂流物による衝突荷重の算定 

「ASCE（2016）」の中に例示されている，流速 4m/s の条件下で 2,270kg

の石材・コンクリート殻が海底を滑動する際の衝突荷重算定方法を基に，以

下の通り試験用ウエイトの滑動状態における衝突荷重を算定する。 

なお，試験用ウエイトはコンクリート塊で構成されているため，ASCE（2016）

で示されている対象物である石材・コンクリート殻の有効軸剛性と同様と考

えられる。また，重要度係数 Itsu は，津波のリスク分類に応じて 1.00～1.25

が適用されるため，安全側に Itsu=1.25 を用いる。 

 

<ASCE（2016）を基にした衝突荷重の算定> 

Fi ＝36 × 1.25 ×（11.9／4）×（22,000／2,270）0.5 ＝ 416.77（kN） 

 ここで，Fi：設計衝突力，Itsu：重要度係数（1.25），流速：11.9m/s 

衝突物重量：22,000 ㎏（22.0t） 

 

上記の結果より，試験用ウエイトの衝突荷重は 417kN となる。 

なお，その他滑動状態で衝突する可能性があるものとして，Ｈ形鋼（約

0.4t)が挙げられるが，それらの重量は試験用ウエイトよりも十分に小さいこ

とを確認している。 
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（３）道路橋示方書（2002）による衝突荷重の算定 

漂流物の初期配置が前面海域の場合の衝突荷重は，既往の衝突荷重の算定

式「道路橋示方書（2002）」により算定する。以下に算定式を示す。 

 

【道路橋示方書(2002)算定式】（衝突速度：10m/s） 

Ｐ ＝ 0.1 Ｗ ｖ 

  ＝ 0.1 × 559 × 10 ＝ 559（kN） 

ここに， 

Ｐ：漂流物衝突荷重 

Ｗ：漂流物の重量＊（＝19t×3×9.80665≒559kN） 

＊津波漂流物対策施設設計ガイドライン（2014）に，船舶重量である「漁船

の排水トン数は総トン数のほぼ 3 倍としてよい。」と記載 

ｖ：漂流物の衝突速度（＝10m/s） 

 

【道路橋示方書(2002)算定式】（衝突速度：4m/s） 

Ｐ ＝ 0.1 Ｗ ｖ 

  ＝ 0.1 × 559 × 4 ＝ 223.6 ＝ 224（kN） 

ここに， 

Ｐ：漂流物衝突荷重 

Ｗ：漂流物の重量（＝559kN） 

ｖ：漂流物の衝突速度（＝4m/s） 
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（４）設計用の漂流物衝突荷重の設定 

漂流物の初期配置が直近陸域，直近海域及び前面海域の場合の，漂流物に

よる衝突荷重をそれぞれ算定した結果を表 4.5.7-8 に示す。算定の結果，漂

流物による衝突荷重の最大値は，防波壁，防波壁通路防波扉及び屋外排水路

逆止弁前面の集水桝において，いずれにおいても漁船（総トン数 19t）の

1,676kN であった。そのため，設計用衝突荷重としては，安全側に 2,400kN

とする。 

なお，津波時の評価において荷重受圧面が水平方向に長い構造物において

は，真横方向の衝突荷重はおおむね船舶長さに対する分布荷重となることを

確認していることから，構造物に作用する荷重に荷重の受圧面長さと船舶長

さの関係を考慮して評価する。 

 

表 4.5.7－8 漂流物による設計用の衝突荷重の設定結果 

 

 

直近
海域

衝突解析
1,676
【1.43】

1,676
【1.43】

1,676
【1.43】

1,676
【1.43】

1,676
【1.43】

前面
海域

道路橋
示方書
(2002)

559
【4.29】

559
【4.29】

559
【4.29】

559
【4.29】

559
【4.29】

直近
海域

衝突解析
688
【3.49】

―
688
【3.49】

―
688
【3.49】

前面
海域

道路橋
示方書
(2002)

224
【10.71】

―
224

【10.71】
―

224
【10.71】

試験用ウエイト 22.0
コンク
リート

日本海
東縁

11.9
直近
陸域

ASCE
(2016)

―
417
【5.76】

―
417＊2

【5.76】
―

＊1：【】内は衝突荷重に対する設計用衝突荷重の割合を示す。

＊2：荷揚場周辺の防波壁通路防波扉が対象となる。

対象漂流物

流速
衝突
速度
(m/s)

初期
配置

衝突荷重（kN）
＊1

屋外排水路
逆止弁前面
集水桝

逆T
擁壁

多重鋼管
杭式擁壁

設計用衝突荷重 2,400

10.0

4.0

波返重力
擁壁

防波壁
通路
防波扉

防波壁

漁船
(総トン数19t)

57.0 FRP

日本海
東縁

海域
活断層

重量
(t)

材質
対象
津波

衝突荷重
算定手法

4.5-74

728



添付資料 1 

 

島根原子力発電所の周辺海域で操業する漁船について 

 

1. はじめに 

  津波防護施設の設計においては，漂流物の衝突荷重を適切に設定するため，津波防護施

設に考慮する対象漂流物を適切に選定する必要がある。ここでは，島根原子力発電所の周

辺海域の漁業権の区分等及び漂流物調査における操業状況を踏まえ，対象漂流物を設定す

る。 

 

2. 漁業の種類 

  漁業については，表 1に示すとおり，3つの種類がある。島根原子力発電所周辺におい

ても，それぞれの種類に応じた漁業が営まれており，以降にそれぞれの種類毎の操業状況

等を示す。 

 

表 1 漁業の種類とその説明 

許可漁業 

漁業法，水産資源保護法，農林省令，都道府県規則などにより，

農林水産省大臣または都道府県知事が許可しなければ営むこと

ができない漁業。大臣許可漁業と知事許可漁業に大別される。 

なお，島根原子力発電所周辺では，大臣許可漁業である「沖合

底びき網漁」，知事許可漁業である「小型機船底びき網漁」及び

「イカ釣り漁」が営まれている。 

漁業権漁業 

（免許漁業） 

(1)区画

漁業 
漁業権に基づく漁業であり，「漁業権」とは，一定の期間，一定

の水面において，排他的に，特定の漁業を営む権利のこと。漁業

権は，都道府県知事の免許によって設定される。区画漁業，定置

網漁業，共同漁業に分類される。 

なお，島根原子力発電所周辺における共同漁業では，第１種共

同漁業（あわび，とこぶし，いわのり，うに等の採取漁業），第２

種共同漁業（雑魚小型定置漁業，ばいかごづけ漁業等）が営まれ

ている。 

(2)定置

漁業 

(3)共同

漁業 

自由漁業 

免許や許可を要しない漁業であって，水産資源の保護培養上，

漁業の調整上とくに問題とならない一部の一本釣り漁業，延縄

（はえなわ）漁業などの漁業。 
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3. 許可漁業 

  島根原子力発電所周辺では，大臣許可漁業である「沖合底びき網漁」，知事許可漁業であ

る「小型機船底引き網漁」及び「イカ釣り漁」が営まれている。 

  これらは，指定漁業の許可及び取締り等に関する省令及び島根県漁業調整規則に基づき

操業区域及び使用する漁船の総トン数に制限が課せられている。それぞれの許可漁業の詳

細を表 2に示す。 

 

表 2 島根原子力発電所周辺で営まれる許可漁業 

許可漁業 操業制限等 
操業状況 

漁港 総トン数 操業区域 

沖合底びき網

漁 

・総トン数 15トン以上 

・海岸から 5海里（約 9km）

以内における操業禁止 

恵曇漁港 15トン 

図 1 

小型機船底び

き網漁 

・総トン数 15トン未満 

・海岸から 5海里（約 9km）

以内における操業禁止 

恵曇漁港 15トン未満 

イカ釣り漁 

・総トン数 10 トン以上の

漁船は海岸から 10 海里

(約 18.5km)以内におけ

る操業禁止 

・制限される操業区域（以

下，操業制限区域とい

う）を図 2－1に示す。 

片句漁港 

５トン未満 

図 2－2 

８トン未満 

10トン未満 

恵曇漁港 19トン 

ずわいがに漁 ・総トン数 10トン以上 恵曇漁港 15トン － 

すくい網漁 ・総トン数 10トン未満 
片句漁港 

恵曇漁港 
10トン未満 － 
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図 1 沖合底引き網漁と小型機船底引き網漁の操業区域 

（漂流物調査における操業状況） 

図 2－1 イカ釣り漁の操業制限区域 

3号炉北側防波壁

2km

１km

底引き網漁

底引き網漁
操業エリアへ

拡大図

御津漁港

恵曇漁港

片句漁港

手結漁港

：底引き網漁

：島根原子力発電所

：航行ルート
：漁業制限区域

：航行ルート
地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った操業
区域及び航行ルートを追記
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イカ釣り漁（総トン数 10トン以上） 

 

  
イカ釣り漁（総トン数 10トン未満） 

図 2－2 イカ釣り漁の操業区域（漂流物調査における操業状況） 

3号炉北側防波壁

2km

１km

イカ釣り漁

：イカ釣り漁

拡大図

イカ釣り漁
操業エリアへ

：島根原子力発電所

：航行ルート

：漁業制限区域

御津漁港

：航行ルート

恵曇漁港

片句漁港

手結漁港

地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った操業
区域及び航行ルートを追記

3号炉北側防波壁

：イカ釣り漁

片句漁港

御津漁港

サザエ網・採貝藻漁

サザエ網・カナギ漁

500m

イカ釣り漁

：漁業制限区域 ：航行ルート

手結漁港

地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った
操業区域及び航行ルートを追記
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4. 漁業権漁業（免許漁業） 

都道府県知事の免許によって設定された漁業権に基づき，島根原子力発電所周辺におい

ては，区画漁業，定置漁業，共同漁業が営まれている。周辺漁港への聞取りにより調査し

た免許漁業の操業状況を表 3に，操業区域を図 3に示す。 

 

 (1) 区画漁業 

一定の区域において養殖業を営む権利であり，島根原子力発電所周辺ではわかめ養殖

が営まれている。免許存続期間は 5年である。 

 (2) 定置漁業 

漁具を定置して営む漁業で身網の設置水深が 27m以上（以深）のものを営む権利であ

り，島根原子力発電所周辺では，定置網漁が営まれている。免許存続期間は 5年（一部

10年）である。 

 (3) 共同漁業 

   一定の水面を地元漁民が共同に利用して漁業を営む権利であり，漁業権を管理する地

元漁協にのみ免許される。島根原子力発電所周辺では，第１種共同漁業（あわび，とこ

ぶし，いわのり，うに等の採取漁業），第２種共同漁業（雑魚小型定置漁業，ばいかごづ

け漁業等）が営まれている。免許存続期間は 10年である。 

 

表 3 島根原子力発電所周辺で営まれる漁業権漁業 

漁業権漁業 操業制限等 

操業状況 

漁港 総トン数 操業区域 

区画漁業 わかめ養殖 

・定められた区

画に対し，特

定の漁業を営

む漁業権が設

定 

・漁業権設定区域

を図３－１に示

す 

片句漁港 1トン未満 

図 3－2 

図 3－3 

定置漁業 定置網漁 
恵曇漁港 

19トン 

10トン 

御津漁港 12トン未満 

共同漁業 

サザエ網・ 

カナギ漁 
片句漁港 1トン未満 

サザエ網・ 

採貝藻漁 

御津漁港 

1トン未満 

2トン未満 

かご漁・ 

ぶりはまち固定

式さし網漁 

3トン未満 
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図 3－1 漁業権漁業の漁業権設定区域 

（島根県知事の免許によって設定された漁業権に基づく区域） 

 

 
 

 

 

図 3－2 ぶりはまち固定式さし網漁業の漁業権設定区域 

（島根県知事の免許によって設定された漁業権に基づく区域） 

 

御津漁港

恵曇漁港

片句漁港

御津漁港恵曇，手結，片句漁港

手結漁港

島根原子力発電所

：漁港

：共同漁業権

：区画漁業権

：定置漁業権
地理院地図HPより作成

島根原子力発電所 

：ぶりはまち固定式さし網漁業の操業区域 

海洋状況表示システムに発電所位置等を追記し作成 

海洋状況表示システムに発電所位置等を追記し作成 
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図 3－3 島根原子力発電所周辺における漁業権漁業の操業区域 

（漂流物調査における操業状況） 

 

5. 自由漁業 

  自由漁業は，免許や許可を要しない漁業であって，水産資源の保護培養上，漁業の調整

上とくに問題とならない一部の一本釣り漁業，延縄（はえなわ）漁業などの漁業であり，

島根原子力発電所周辺では，一本釣り漁業が営まれている。周辺漁港への聞取りにより調

査した自由漁業の操業状況を表 4に，操業区域を図 4に示す。 

 

表 4 島根原子力発電所周辺で営まれる自由漁業 

項目 目的 操業制限等 
操業状況 

漁港 総トン数 操業区域 

自由漁業 一本釣り漁 

－ 

（免許や許可を要

しない漁業であ

り，操業区域に

制限はない） 

御津漁港 1トン未満 

図 4 
片句漁港 約 10トン 

  

3号炉北側防波壁

：サザエ網・カナギ漁

：わかめ養殖場

：定置網漁

片句魚港

かご漁

御津魚港

サザエ網・採貝藻漁

サザエ網・カナギ漁

500m
わかめ養殖場

：かご漁

：サザエ網・採貝藻漁

：漁業制限区域

：航行ルート

定置網漁②

定置網漁①

恵曇漁港より

恵曇，手結，片句漁港 御津漁港

手結漁港

地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った
操業区域及び航行ルートを追記
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（発電所沖合で操業する一本釣り漁） 

 

 
（発電所沿岸で操業する一本釣り漁） 

図 4 一本釣り漁の操業区域（漂流物調査における操業状況） 

 

 

6. 対象漂流物とする漁船及び不確かさ 

対象漂流物とする漁船は，施設護岸から 500m以内で操業する漁船は施設護岸に到達する

可能性があると考え（4.2参照），許可漁業，漁業権漁業及び自由漁業のうち，島根原子力

発電所の周辺海域における漁船の操業状況を踏まえ設定する。また，設定した漁業の種類

毎に，漁業法の制限等を踏まえて島根原子力発電所の周辺海域における操業の不確かさを

検討した。 

3号炉北側防波壁

2km

１km

１本釣り漁

：一本釣り漁

１本釣り漁
操業エリアへ

拡大図

：島根原子力発電所

：航行ルート

：漁業制限区域

御津漁港

：航行ルート

恵曇漁港

片句漁港

手結漁港

地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った操業
区域及び航行ルートを追記

3号炉北側防波壁

片句漁港

御津漁港

一本釣り漁

500m

：一本釣り漁 ：漁業制限区域 ：航行ルート

手結漁港

地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った
操業区域及び航行ルートを追記

4.5-添付1-8

736



島根原子力発電所の周辺海域における漁船の操業制限及び操業状況を表 5に，対象漂流

物とする漁船及びその不確かさを表 6に示す。 

操業区域の不確かさとして，総トン数 10トンのイカ釣り漁漁船は，発電所周辺において

操業制限はないため，施設護岸から 500m以内で操業する可能性は否定できず，また，漁船

の航行の不確かさとして，漁船の航行については制限がないため，周辺漁港の漁船の最大

の総トン数 19トンの漁船が施設護岸から 500m以内を航行する可能性は否定できない。以

上より，不確かさを考慮した設計条件として，総トン数 19トンの漁船を考慮する。 

 

 (1) 許可漁業 

漂流物調査結果（操業状況）では，輪谷湾外の施設護岸から 500m 付近でイカ釣り漁漁

船（総トン数 10 トン未満）が操業及び航行することが確認されている。また，発電所か

ら 1km 以遠で沖合底びき網漁漁船（総トン数 15トン）及び小型機船底びき網漁漁船（総

トン数 15トン未満）が操業及び航行することを確認した。 

許可漁業の操業区域及び操業制限を確認した結果，操業区域が発電所近傍にあるため，

総トン数 10 トン未満のイカ釣り漁の漁船が輪谷湾内外の施設護岸から 500m 以内で操業

及び航行する可能性がある。また，総トン数 10 トン以上の漁船については，海岸から 5

海里（1海里：約 1.85km）以内における操業が禁止されているが，航行については制限が

なく，施設護岸付近で航行する可能性がある。 

 

 (2) 漁業権漁業（免許漁業） 

漂流物調査結果（操業状況）では，輪谷湾内外の施設護岸から 500m 以内で操業及び航

行するわかめ養殖漁，かご漁，サザエ網・カナギ漁漁船が確認されたが，いずれも総トン

数３トン未満の漁船である。また，発電所から１km以遠で総トン数 10トン以上の定置網

漁漁船が操業及び航行することを確認した。 

定置網漁業は発電所から 1km 以遠において漁業権設定区域が設定されているが，航行

については制限がなく，施設護岸付近で航行する可能性がある。区画漁業及び共同漁業は

輪谷湾内外の施設護岸から 500m 以内に操業区域が設定されており，総トン数の制限もな

いが，漁業の特徴から総トン数 10トン以上の漁船が操業する可能性は十分に小さい。 

    

 (3) 自由漁業 

漂流物調査結果（操業状況）では，施設護岸から 500m 以内で操業及び航行する一本釣

り漁漁船が確認されたが，いずれも総トン数 1トン未満の漁船である。また，発電所から

1km以上離れた沖合で操業及び航行する総トン数 10トンの一本釣り漁漁船を確認した。 

自由漁業は免許や許可を要しない漁業であって，操業区域や総トン数に制限はないが，

代表的な一本釣り漁については，漁業の特徴から，総トン数 5トン前後の漁船による操業

が一般的である。従って，周辺の漁協で操業する一本釣り漁漁船の最大（総トン数 10 ト

ン未満）を考慮する。 
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表
5 

島
根
原
子
力
発
電
所
の
周
辺
海
域
に
お
け
る
漁
船
の
操
業
制
限
及
び
操
業
状
況
（
1
/
2）

 

漁
業
の
種
類
 

操
業
制
限
等
 

島
根
原
子
力
発
電
所
周
辺
の
操
業

状
況
 

操
業
の
不
確
か
さ

＊
 

補
足
 

資
料
 

許
可

漁
業
 

漁
業
法
，
水
産
資

源
保
護
法
，
農
林
省

令
，
都
道
府
県
規
則

な
ど
に
よ
り
，
農
林

水
産
省
大
臣
ま
た
は

都
道
府
県
知
事
が
許

可
し
な
け
れ
ば
営
む

こ
と
が
で
き
な
い
漁

業
。
大
臣
許
可
漁
業

と
知
事
許
可
漁
業
に

大
別
さ
れ
る
。
 

な
お
，
島
根
原
子

力
発
電
所
で
は
，
沖

合
底
び
き
網
，
小
型

機
船
底
び
き
網
，
イ

カ
釣
り
漁
が
営
ま
れ

て
い
る

・
沖
合
底
び

き
網
漁

・
総
ト
ン
数
は

1
5
ト
ン
以
上

・
5
海
里

(約
9
km
)以

内
で
の

操
業
禁
止

総
ト
ン
数

1
5
ト
ン
 

（
発
電
所
か
ら

1
km

以
遠
で
操
業

及
び
航
行
す
る
）
 

・
考
慮
不
要

（
5
海
里

(約
9
km
)以

内
で
の
操
業
禁

止
）
 

総
ト
ン
数
の
制
限
：
①

-1
 

操
業
区
域
の
制
限
：
①

-2
 

・
小
型
機
船

底
び
き
網

漁

・
総
ト
ン
数
は

1
5
ト
ン
未
満

・
5
海
里

(約
9
km
)以

内
で
の

操
業
禁
止

最
大
総
ト
ン
数

1
5
ト
ン
未
満
 

（
発
電
所
か
ら

1
km

以
遠
で
操
業

及
び
航
行
す
る
）
 

・
考
慮
不
要

（
5
海
里

(約
9
km
)以

内
で
の
操
業
禁

止
）
 

総
ト
ン
数
及
び
 

操
業
区
域
の
制
限
：
②
 

・
イ
カ
釣
り

漁

・
総

ト
ン

数
と

操
業

制
限

区
域
が
定
め
ら
れ
て
い
る

（
総
ト
ン
数

1
0
ト
ン
以
上
の

漁
船
は

1
0
海
里
(約

1
8k
m)

以
内
に
お
け
る
操
業
禁

止
）
 

最
大
総
ト
ン
数

1
0
ト
ン
未
満
 

（
輪
谷
湾
外
の
施
設
護
岸
か
ら

5
0
0m

付
近
で
操
業
及
び
航
行
す

る
）
 

・
発
電
所
周
辺
に
お
い
て
操
業
制
限

は
な
い
た
め
，
総
ト
ン
数

1
0
ト
ン

未
満
の
漁
船
が
，
輪
谷
湾
内
の
施
設

護
岸
か
ら

5
00
m
以
内
で
操
業
す
る

可
能
性
は
否
定
で
き
な
い

総
ト
ン
数
及
び
 

操
業
区
域
の
制
限
：
③
 

最
大
総
ト
ン
数

1
9
ト
ン
 

（
発
電
所
か
ら
１

km
以
遠
で
操
業

及
び
航
行
す
る
）
 

・
考
慮
不
要

（
総
ト
ン
数

1
0
ト
ン
以
上
の
漁
船
は

1
0
海
里
（
約

1
8k
m）

以
内
に
お
け

る
操
業
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
）

 

・
ず
わ
い
が

に
漁

・
総
ト
ン
数
は

1
0
ト
ン
以
上

・
操
業
制
限
区
域
が
定
め
ら

れ
て
い
る

（
発
電
所
近
傍
で
操
業
可

能
）
 

発
電
所
周
辺
に
お
け
る
操
業
実
態

は
な
い
 

（
恵
曇
漁
港
の
総
ト
ン
数

1
5
ト

ン
の
底
引
き
網
漁
漁
船
が
許
可
を

有
し
て
い
る
）

・
発
電
所
周
辺
に
お
い
て
操
業
制
限

は
な
い
た
め
，
総
ト
ン
数

1
5
ト
ン

の
漁
船
が
，
輪
谷
湾
内
外
の
施
設

護
岸
か
ら

5
00
m
以
内
で
操
業
す
る

可
能
性
は
否
定
で
き
な
い

総
ト
ン
数
及
び
 

操
業
区
域
の
制
限
：
④
 

・
す
く
い
網

漁

・
総
ト
ン
数
は

1
0
ト
ン
未
満

・
操
業
制
限
区
域
が
定
め
ら

れ
て
い
る

（
発
電
所
近
傍
で
操
業
可

能
）
 

発
電
所
周
辺
に
お
け
る
操
業
実
態

は
な
い
 

（
総
ト
ン
数

1
0
ト
ン
未
満
の
漁

船
が
，
発
電
所
か
ら
１

km
以
遠
で

操
業
及
び
航
行
す
る
）

 

・
発
電
所
周
辺
に
お
い
て
操
業
制
限

は
な
い
た
め
，
総
ト
ン
数

1
5
ト
ン

の
漁
船
が
，
輪
谷
湾
内
外
の
施
設

護
岸
か
ら

5
00
m
以
内
で
操
業
す
る

可
能
性
は
否
定
で
き
な
い

総
ト
ン
数
及
び
 

操
業
区
域
の
制
限
：
⑤
 

注
記
＊
：
漁
船
の
総
ト
ン
数
，
操
業
区
域
及
び
航
行
の
不
確
か
さ
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表
５
 
島
根
原
子
力
発
電
所
の
周
辺
海
域
に
お
け
る
漁
船
の
操
業
制
限
及
び
操
業
状
況
（
２
／
２
）
 

漁
業
の
種
類
 

操
業
制
限
等
 

島
根
原
子
力
発
電
所
周
辺
の

操
業
状
況
 

操
業
の
不
確
か
さ

＊
1  

補
足
 

資
料
 

漁
 

業
 

権
 

漁
 

業
 

(
1
)定

置
漁
業

都
道
府
県
知
事
の
免

許
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ

る
漁
業
権
に
基
づ
く
漁

業
。
 

な
お
，
島
根
原
子
力

発
電
所
周
辺
の
共
同
漁

業
で
は
，
第
１
種
共
同

漁
業
（
あ
わ
び
，
と
こ

ぶ
し
，
い
わ
の
り
，
う

に
等
の
採
取
漁
業
），

第
２
種
共
同
漁
業
（
雑

魚
小
型
定
置
漁
業
，
ば

い
か
ご
づ
け
漁
業
等
）

が
営
ま
れ
て
い
る
。
 

・
定
置
網

漁

・
漁
業
権
設
定
区
域
が

定
め
ら
れ
て
い
る

・
総
ト
ン
数
に
制
限
は

な
い

最
大
総
ト
ン
数

1
9
ト
ン
 

（
発
電
所
か
ら
１

km
以
遠
で
操

業
及
び
航
行
す
る
）
 

・
考
慮
不
要

（
総
ト
ン
数
の
制
限
は
な
い
が
，
漁
業
権
設

定
区
域
が
定
め
ら
れ
て
お
り
，
施
設
護
岸
か

ら
5
00
m
以
内
で
操
業
す
る
こ
と
は
な
い
）

 

漁
業
権
設
定
区
域
：
⑥
 

(
2
)区

画
漁
業

・
わ
か
め

養
殖
漁

・
漁
業
権
設
定
区
域
が

定
め
ら
れ
て
い
る

・
総
ト
ン
数
に
制
限
は

な
い

最
大
総
ト
ン
数
１
ト
ン
未
満

 

（
輪
谷
湾
外
の
施
設
護
岸
か
ら

5
0
0m

付
近
で
操
業
及
び
航
行

す
る
）
 

・
発
電
所
周
辺
に
お
い
て
操
業
制
限
は
な
い
た

め
，
輪
谷
湾
内
外
の
施
設
護
岸
か
ら

5
00
m
以

内
で
操
業
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い

が
，
漁
業
の
特
徴
か
ら
，

0.
7～

0
.8

ト
ン

＊
2

の
漁
船
で
操
業
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
，

総
ト
ン
数

1
0
ト
ン
以
上
の
漁
船
で
操
業
す
る

可
能
性
は
十
分
に
小
さ
い

漁
業
権
設
定
区
域
：
⑦
 

(
3
)共

同
漁
業

・
か
ご
漁
，

サ
ザ
エ

網
・
カ
ナ

ギ
漁
等

・
漁
業
権
設
定
区
域
が

定
め
ら
れ
て
い
る

・
総
ト
ン
数
に
制
限
は

な
い

最
大
総
ト
ン
数
３
ト
ン
未
満

 

（
輪
谷
湾
内
の
施
設
護
岸
か
ら

5
0
0m

以
内
で
操
業
及
び
航
行

す
る
）
 

・
発
電
所
周
辺
に
お
い
て
操
業
制
限
は
な
い
た

め
，
輪
谷
湾
内
外
の
施
設
護
岸
か
ら

5
00
m

以
内
で
操
業
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い

が
，
漁
業
の
特
徴
か
ら
，
小
型
の
船

＊
3
に
よ

る
操
業
が
一
般
的
で
あ
り
，
総
ト
ン
数

1
0

ト
ン
以
上
の
漁
船
で
操
業
す
る
可
能
性
は
十

分
に
小
さ
い

漁
業
権
設
定
区
域
：
⑧
 

・
ぶ
り
・
は

ま
ち
固
定

式
刺
網
漁

・
漁
業
権
設
定
区
域
が

定
め
ら
れ
て
い
る

・
総
ト
ン
数
に
制
限
は

な
い

発
電
所
周
辺
に
お
け
る
操
業

実
態
は
な
い

 

（
御
津
漁
港
の
総
ト
ン
数
３
ト

ン
未
満
か
ご
漁
漁
船
が
免
許

を
有
し
て
い
る
）

自
由
漁
業
 

免
許
や
許
可
を
要
し

な
い
漁
業
で
あ
っ
て
，

水
産
資
源
の
保
護
培
養

上
，
漁
業
の
調
整
上
と

く
に
問
題
と
な
ら
な
い

一
部
の
一
本
釣
り
漁

業
，
延
縄
（
は
え
な

わ
）
漁
業
な
ど
の
漁
業

が
該
当
す
る
。
 

・
一
本
釣
り

漁

・
操
業
区
域
が
定
め
ら

れ
て
い
な
い

・
総
ト
ン
数
に
制
限
は

な
い

最
大
総
ト
ン
数
１
ト
ン
未
満

 

（
輪
谷
湾
内
の
施
設
護
岸
か
ら

5
0
0m

付
近
で
操
業
及
び
航
行

す
る
）
 

・
総
ト
ン
数
に
制
限
は
な
い
が
，
代
表
的
な

一
本
釣
り
漁
に
つ
い
て
は
，
漁
業
の
特
徴
か

ら
，
総
ト
ン
数

5
ト
ン
前
後

＊
4
の
漁
船
に
よ

る
操
業
が
一
般
的
で
あ
り
，
周
辺
の
漁
協
で

操
業
す
る
一
本
釣
り
漁
の
漁
船
の
最
大
を
考

慮
す
る

・
操
業
制
限
区
域
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
た

め
，
施
設
護
岸
付
近
で
操
業
す
る
可
能
性
は

否
定
で
き
な
い

－
 

最
大
総
ト
ン
数

1
0
ト
ン
 

（
発
電
所
か
ら
１

km
以
遠
で
操

業
及
び
航
行
す
る
及
び
航
行

す
る
）
 

注
記
＊
1：

漁
船
の
総
ト
ン
数
及
び
操
業
区
域
の
不
確
か
さ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ＊

2：
島
根
県

H
P
よ
り
 

＊
3：

地
方
独
立
行
政
法
人
 北

海
道
立
総
合
研
究
機
構

 水
産
研
究
本
部

HP
よ
り
 
＊
4：

隠
岐
観
光
協
会

H
P
よ
り
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表 6 対象漂流物（漁船）の設計条件 

津波防護

施設 
基本とする設計条件 対象漂流物の不確かさ 

不確かさを考慮した

設計条件 

輪谷湾内

に面する

津波防護

施設 

総トン数 3トンの漁船 

（輪谷湾内の施設護岸か

ら 500m以内で操業するか

ご漁漁船） 

・漁船の操業区域の不確

かさ： 

発電所周辺において操

業制限はないため，総ト

ン数 10トンのイカ釣り漁

漁船が施設護岸から 500m

以内で操業する可能性は

否定できない 

・漁船の航行の不確かさ： 

 漁船の航行については

制限がないため，周辺漁

港の漁船の最大の総トン

数 19トンの漁船が施設護

岸から 500m以内を航行す

る可能性は否定できない 

総トン数 19トンの漁

船 
外海に面

する津波

防護施設 

総トン数 10トンの漁船 

（輪谷湾外の施設護岸か

ら 500m付近で操業するイ

カ釣り漁の漁船） 
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別紙 1 

各漁業の操業制限に関する根拠資料 

 

（沖合底びき網漁） 

 ①－１ 漁業法第五十八条第一項 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－１ 農林水産省告示第九百八十一号「漁業法第五十八条第一項の規定に基づく沖合底

引き網漁業につき，その許可又は起業の認可を申請すべき期間」（平成十四年四

月二十二日） 

－許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別及び操業区域別の隻数より一部抜粋 

操業区域 漁業の方法 
総トン数 

隻数 階層名 
旧トン数 新トン数 

(三十七) 操

業区域の

38、41及び

26 

一そうびき 一五トン以

上五〇トン

未満 

一五トン以

上七六トン

未満 

二 (一) 

一五トン以

上六五トン

未満 

一五トン以

上九六トン

未満 

七 (二) 

(三十九) 操

業区域の 43 

一そうびき

又は二そう

びき 

一五トン以

上六五トン

未満 

一五トン以

上九六トン

未満 

二 

 

 

備考 

1 この告示において、「新トン数」とは、昭和五十七年七月十八日以降に建造に着手

された船舶及び同日前に建造され、又は建造に着手された船舶で同日以降に特定修繕

(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項の

特定修繕をいう。)が行われたものに適用される総トン数をいい、「旧トン数」と

は、新トン数が適用される船舶以外の船舶に適用される総トン数をいう。 

2 総トン数の欄に掲げる総トン数の区分ごとの隻数のうちには、当該区分のうち旧ト

ン数の区分を超える旧トン数の船舶であって、当該船舶の総トン数から現に当該船舶

について受けている沖合底びき網漁業の許可又は起業の認可(当該船舶についてのこ

の告示に係る許可又は起業の認可の申請が漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)

第一条の五第二項、第一条の七第一項若しくは第二項又は第一条の八の適用を受ける

場合には、従前の許可又は起業の認可)の制限又は条件により補充トン数として使用

し得ないこととされているトン数に〇・〇一トンを加算したトン数を控除して得たト

ン数が当該区分に属するものについて許可又は起業の認可をすべき隻数を含むものと

する。 

 

 

 

第五十八条 農林水産大臣は、指定漁業の許可又は起業の認可をする場合には、第五十五

条第一項及び第五十九条の規定による場合を除き、当該指定漁業につき、あらかじめ、水

産動植物の繁殖保護又は漁業調整その他公益に支障を及ぼさない範囲内において、かつ、

当該指定漁業を営む者の数、経営その他の事情を勘案して、その許可又は起業の認可をす

べき船舶の総トン数別の隻数又は総トン数別及び操業区域別若しくは操業期間別の隻数

（母船式漁業にあつては、母船の総トン数別の隻数又は総トン数別及び操業区域別若しく

は操業期間別の隻数並びに各母船と同一の船団に属する独航船等の種類別及び総トン数別

の隻数）並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間を定め、これを公示しなければなら

ない。 
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別記一操業区域より一部抜粋 

41 北緯三十五度十一秒の線、島根県出雲市日御碕灯台から長崎県対馬市三島灯台に

至る線、同灯台から大韓民国鴻島灯台を通る線、東経百二十九度五十九分五十二秒の

線及び東経百二十八度二十九分五十二秒の線により囲まれた海域 

43 島根県出雲市日御碕灯台正北の線と東経百二十九度五十九分五十二秒の線との両

線間における海域 

 

 

①－２ 昭和三十八年農林省令第五号「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」 

第三章 指定漁業の制限及び取締り等 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第二（第一七条関係）より一部抜粋 

指定漁業の名称 制限又は禁止の措置  

沖合底びき網漁業 一 次に掲げる海域における沖合底びき網漁業の操業は、禁止す

る。 

（２１）島根県出雲市日御碕突端正北五海里の点 

（２２）島根県松江市多古鼻突端正北五海里の点 

 

（操業制限） 

第十七条 指定漁業者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第二の上欄に掲げる指定漁

業につき、それぞれ同表の下欄に掲げる操業の区域若しくは期間又は特定の区域若しくは期

間における特定の漁具若しくは船舶を使用し若しくは特定の漁法によつてする操業若しく

は特定の種類の水産動物の採捕に関する制限又は禁止の措置に違反して当該指定漁業を営

んではならない。 
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（小型機船底びき網漁） 

②「水産課長専決漁業許可等の取扱方針（令和 2年 12月）」（島根県農林水産部水産課）

より一部抜粋 
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（いか釣り漁） 

③「松江水産事務所長専決海面漁業の許可等の取扱方針（平成 29年 7月）」（島根

県松江水産事務所）より一部抜粋 
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（ずわいがに漁業） 

④平成六年農林水産省令第五十四号「特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令」 

第一章 総則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第二（第十七条関係） 

特定大臣許可漁業の名称 制限又は禁止の措置 

ずわいがに漁業 次に掲げる海域におけるずわいがに漁業の操業は、禁止

する。 

イ 指定漁業省令別表第二沖合底びき網漁業の項第一号

イに規定する水域 

ロ 北緯三十八度五十分十秒の線、東経百三十二度五十

九分五十秒の線、北緯四十度十分九秒の線及び東経百三

十五度五十九分四十九秒の線の各線により囲まれた海域 

 

 

（定義） 

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 ずわいがに漁業 総トン数十トン以上の動力漁船によりずわいがにをとることを目的と

する漁業であって、漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令（昭和三十八年政令

第六号。以下「指定漁業を定める政令」という。）第一項第一号に掲げる沖合底びき網漁

業又は漁業法第六十六条第二項に規定する小型機船底びき網漁業に該当するもの以外のも

のをいう。 

（操業区域等の制限） 

第十七条 特定大臣許可漁業を営む者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第二の上

欄に掲げる特定大臣許可漁業につき、それぞれ同表の下欄に掲げる操業の区域若しくは期

間又は特定の区域若しくは期間における特定の漁具若しくは船舶を使用し若しくは特定の

漁法によってする操業若しくは特定の種類の水産動物の採捕に関する制限又は禁止の措置

に違反して当該特定大臣許可漁業を営んではならない。 
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（すくい網漁業） 

⑤「松江水産事務所長専決海面漁業の許可等の取扱方針（平成 29年 7月）」（島根県松江水

産事務所）より一部抜粋 

 

4.5-添付1-18

746



 

4.5-添付1-19

747



（漁業権漁業漁場図） 

⑥定置漁業権漁場図 
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⑦区画漁業権漁場図
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⑧共同漁業権漁場図 
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添付資料 2 

衝突実験に関する知見について 

追而 
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添付資料 3 

建築物荷重指針・同解説（2015）を参考にした静的設計荷重の算定例 

1. 建築物荷重指針・同解説(2015)で示されている三角波の例

建築物荷重指針・同解説(2015)によれば，衝突荷重の算定方針として，「衝突実験

データが得られている場合は，その衝突荷重の時刻歴の最大値を静的設計荷重として

与える。衝突実験データが得られていない場合は，衝突シミュレーション解析または

エネルギー論的手法により衝突荷重の時刻歴を求め，力積を等しくした三角波として

近似し，その三角波の最大値を静的設計荷重として与える。」とされており，衝突シ

ミュレーション解析の時刻歴から三角波を設定している例を図 1 に示す。

また，建築物荷重指針・同解説(2015)によれば，「衝突時の運動エネルギーがすべ

て衝突体の変形による内部エネルギーとして吸収されるハードインパクトを仮定し

た。ハードインパクトは，一般に安全側の結果を与える。」とされており，本検討で

実施した衝突解析も被衝突体を剛壁に設定しており，同様の仮定となっている。 

図 1 建築物荷重指針・同解説(2015)で示されている三角波の例  
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2. 衝突解析結果の三角波

2.1 衝突速度 10m/s の場合(ケース①～⑤) 

衝突解析で得られた衝突荷重の時刻歴（図 2）から力積を等しくした三角波を

近似し，その三角波の最大荷重を算出した (図 3 及び表 1)。具体的には三角波の

最大荷重時刻は解析で得られた瞬間最大荷重発生時刻と同時刻とし，三角波の

底辺となる作用時間も解析で得られた時間とし，三角波の最大荷重を算出した。 

三角波の最大荷重はケース③（真横）の約 1,550(kN)であり，全てのケースで

衝突解析の瞬間最大荷重よりも小さくなることを確認した。  

以上の結果より，衝突荷重は安全側を考慮し，衝突解析の時刻歴の瞬間最大

荷重を用いて，静的に評価することとする。  

図 2 衝突速度 10m/s の場合(ケース①～⑤)の衝突解析結果（時刻歴） 

図 3 衝突速度 10m/s の場合(ケース①～⑤)の衝突解析結果を三角波で近似 
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表 1 衝突速度 10m/s の場合(ケース①～⑤)の三角波の最大荷重 

ケース 衝突形態  

衝突解析  
三角波の  

最大荷重（kN） 力積  

（kN・s） 

瞬間最大  

荷重（kN） 

瞬間最大荷重  

の発生時刻（s） 

衝突荷重の  

作用時間（s） 

① 船首  627 1,676 0.42 1.5 835 

② 船尾  631 1,585 0.11 1.7 743 

③ 真横  618 4,575 0.04 0.8 1,544 

④ 斜め船首  509 793 0.65 2.5 408 

⑤ 斜め船尾  473 656 0.62 2.7 350 
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2.2 衝突速度 4m/s の場合(ケース⑥～⑩) 

「2.1 衝突速度 10m/s の場合」と同様の手法で，衝突速度 4m/s における三角波の

最大荷重を算出した(図 4，図 5 及び表 2)。 

三角波の最大荷重はケース⑧（真横）の約 890(kN)であり，全てのケースで衝突解

析の瞬間最大荷重よりも小さくなることを確認した。 

以上の結果より，衝突速度 4m/s の場合においても同様に，衝突荷重は安全側を考

慮し，衝突荷重の時刻歴の瞬間最大荷重を用いて，静的に評価することとする。 

 

 

図 4 衝突速度 4m/s の場合(ケース⑥～⑩)の衝突解析結果（時刻歴） 

 

 

図 5 衝突速度 4m/s の場合(ケース⑥～⑩)の衝突解析結果を三角波で近似  
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表 2 衝突速度 4m/s の場合(ケース⑥～⑩)の三角波の最大荷重 

ケース 衝突形態  

衝突解析  
三角波の  

最大荷重（kN） 力積  

（kN・s） 

瞬間最大  

荷重（kN） 

瞬間最大荷重  

の発生時刻（s） 

衝突荷重の  

作用時間（s） 

⑥ 船首  234 688 1.11 1.7 275 

⑦ 船尾  228 631 1.17 1.7 269 

⑧ 真横  221 2,252 0.10 0.5 885 

⑨ 斜め船首  128 381 0.78 1.5 171 

⑩ 斜め船尾  130 288 1.57 1.8 145 
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（参考資料1）FRP製船舶の機関部における衝突影響の確認 

FRP製船舶（総トン数19t）の衝突解析結果より，船体破壊が進展することで機関部（エ

ンジン）まで衝突している可能性がある。機関部の重量は衝突解析の船体モデルに考慮

しているが，形状及び剛性についてはモデルに考慮していないため，機関部の衝突影響

について検討した。また，対象となる船舶に対する調査結果より，総トン数19t船舶に搭

載されているエンジンの最大重量は4.0t（型式：S6R2－MTK3L）であることを確認した。 

1. 機関部の衝突荷重の算定方法

FRP 製船舶の衝突解析結果より，機関部まで損傷する可能性のある衝突形態におい

て，機関部衝突時の衝突速度に対する衝突荷重を算定する。衝突速度 10m/s（ケース

①～⑤）及び 4m/s（ケース⑥～⑩）の衝突解析における衝突状況を図 1－1，機関部

の損傷が想定される際の衝突速度を図 1－2，機関部の損傷有無と機関部の衝突速度の

まとめを表 1－1 に示す。 

ケース① 船首衝突（衝突後：1.00秒後）

ケース② 船尾衝突（衝突後：0.85秒後）

図 1－1（1） 衝突解析による機関部の損傷状況 

 剛 壁 

側面図 

機関部損傷 
可能性：無 

平面図 

側面図 

平面図 

機関部 

 剛 壁 機関部損傷 
可能性：有 
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ケース③ 真横衝突（衝突後：0.24秒後）

ケース④ 船首斜め衝突（衝突後：2.20秒後）

ケース⑤ 船尾斜め衝突（衝突後：2.10秒後）

図 1－1（2） 衝突解析による機関部の損傷状況 
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 剛 壁 

 剛 壁 
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平面図 
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ケース⑥ 船首衝突（衝突後：2.00秒後）

ケース⑦ 船尾衝突（衝突後：2.00秒後）

ケース⑧ 真横衝突（衝突後：0.50秒後）

図 1－1（3） 衝突解析による機関部の損傷状況 

 剛 壁 
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ケース⑨ 船首斜め衝突（衝突後：2.50秒後）

ケース⑩ 船首斜め衝突（衝突後：2.90秒後）

図1－1（4） 衝突解析による機関部の損傷状況  
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図1－2（2） 機関部衝突時の速度  
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表1－1 機関部の損傷有無と機関部の衝突速度 

衝突速度 10m/s 4m/s 

衝突方向 ケース
損傷 
有無 

機関部 
衝突速度 
(m/s) 

ケース
損傷 
有無 

機関部 
衝突速度 
(m/s) 

船首 ① 無 ― ⑥ 無 ― 

船尾 ② 有 6.25 ⑦ 無 ― 

真横 ③ 有 5.03 ⑧ 無 ― 

船首斜め ④ 無 ― ⑨ 無 ― 

船尾斜め ⑤ 有 
4.14＊1 

【7.76】＊2 
⑩ 無 ― 

＊1：剛壁直交方向の速度 
＊2：進行方向の速度 

表１－1 より，船体の衝突速度 10.0m/s において想定される機関部の最大衝突速度

は約 6.3m/s となり，船体の衝突速度 4.0m/s においては，機関部の損傷は発生しない

ことを確認した。この機関部の衝突速度に対して，既往の衝突荷重の算定式である，

道路橋示方書（2002）及び FEMA（2012）により衝突荷重を算定する。 
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2. 機関部の軸剛性の設定方法

FEMA（2012）による機関部の衝突荷重算定にあたり，機関部の軸剛性が衝突荷重の

算定において重要なパラメータとなる。船舶の機関部が全て剛性の大きい鋼材で構成

されていると仮定すると，下記の整理結果より機関部の衝突は，保守的に車両の衝突

に置き換えることが可能であると判断し，「甲斐田・木原（2017）」＊1 に記載のある

軽自動車（2.04×106N/m），セダン型乗用車（2.4×106N/m），大型乗用車（2.8×106N/m）

の軸剛性のうち，最大となる大型乗用車の「2.8×106N/m」を用いるものとする。 

・FRP 製船舶（総トン数 19t）の主機関は４ストロークディーゼルであり，普通車の

エンジンも同様に４ストローク機関が一般的であるため，自動車エンジンと FRP

製船舶の機関部は同等である。 

・車両のエンジンは，一般的に車体前方に固定されており，バンパービーム，クラッ

シュボックス，フロントサイドメンバー等（図 2－1）に囲まれ，外部からの衝撃

を受け難い構造となっている。一方，FRP 製船舶（総トン数 19t）の機関部は，一

般的に船殻に直接取り付けられており，車両のようにフロントサイドメンバーの

ような機関部を保護するような構造はないため，車両のエンジンは，FRP 製船舶の

機関部よりも剛性の高いもので囲まれている。 

・衝突荷重の算定に用いる軸剛性「2.8×106N/m」は，エンジンを含んだ衝突実験か

ら設定されたものである。

図２－１ 車体構造（高畠ほか（2015）＊2） 

＊1：甲斐田秀樹・木原直人（2017）:原子力発電所における津波漂流物の影響評価技

術―現状調査とその適用に関する考察―，電力中央研究所報告 O16010，2017. 

＊2：高畠大輔・木原直人・宮川義範・甲斐田秀樹・柴山淳・池野正明（2015）:津波

漂流物の衝突力推定における軸剛性モデル，土木学会論文集 B2（海岸工学），

Vol.71，No.2，I_1015-Ⅰ_1020，2015. 
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3. 機関部の衝突荷重の算定結果

機関部の衝突荷重を道路橋示方書（2002）及び FEMA（2012）により算定する。なお，

衝突荷重の算定に用いる衝突速度は，表 1－1 の結果から機関部における最大速度の

6.3m/s とする。以下に道路橋示方書（2002）及び FEMA（2012）の算定式を，表 3－1

に機関部の衝突荷重の算定結果を示す。 

【衝突荷重算定式：道路橋示方書（2002）】 

𝑃 = 0.1𝑊𝑣 

【衝突荷重算定式：FEMA（2012）】 

𝐹𝑖 = 1.3𝑢𝑚𝑎𝑥√𝑘𝐶𝑚(1 + 𝑐) 

表 3－１ 既往の算定式による機関部の衝突荷重 

算定手法 道路橋示方書（2002） FEMA（2012） 【参考】衝突解析 

衝突物 
機関部 

（エンジン）

機関部 

（エンジン）

船体 

（船首方向衝突） 

衝突速度（m/s） 6.3 6.3 10.0 

質量（tf） 4.0 4.0 57.0 

衝突荷重（kN） 25 1,226 1,676 

以上の結果より，船体の衝突速度 10.0m/s における機関部の衝突速度は最大で約

6.3m/s とした場合，既往の算定式による衝突荷重の最大値は 1,226kN となる。この衝

突荷重は表 3－1 の参考に示したとおり，衝突解析により算定した船体（船首方向衝

突）の衝突荷重 1,676kN に対して，包絡されることを確認した。 

Fi 

umax 

kc 

m 

c 

：衝突力（kN） 

：最大流速（m/s）＝ 衝突速度 ＝ 6.3 

：漂流物の有効軸剛性（N/m）＝ 2.8×106

：漂流物の質量（kgf）＝ 4,000 

：付加質量係数 ＝1 

ここに， 

P 

W 

v 

：衝突力（kN） 

：流送物の重量（kN）＝ 39.3 

：表面流速（m/s）＝ 衝突速度 ＝ 6.3 

ここに， 
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